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二
一
世
紀
「
中
国
」
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
「
尖
閣
」
論
批
判

A C
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旨

「
尖
閣
」
論
を
め
ぐ
っ
て
「
尖
閣
＝
中
国
領
」
論
を
主
張
す
る
二
一
世
紀
の
「
中
国
」
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
村
田
忠
禧
、
大
西
広
、
孫
崎
享
、
矢
吹
晋

ら
の
著
書
を
取
り
上
げ
、
批
判
す
る
。「
尖
閣
＝
中
国
領
」
論
の
根
幹
は
、
尖
閣
が
中
国
領
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
で
あ
る
が
、
こ

れ
ら
す
べ
て
の
論
者
は
、
中
国
が
尖
閣
は
中
国
領
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
拠
と
し
て
い
る
明
清
史
料
の
検
討
を
満
足
に
行
な
っ
て
い
な
い
。
村
田
は
、

中
国
の
議
論
を
踏
襲
し
、
陳
侃
の
『
使
琉
球
録
』
な
ど
が
「
古
米
山
」（
久
米
島
）
が
琉
球
王
国
の
領
土
で
あ
っ
た
と
す
る
記
述
を
根
拠
と
し
て
、

久
米
島
以
西
は
中
国
領
で
あ
り
、
従
っ
て
尖
閣
諸
島
は
中
国
領
で
あ
る
と
論
ず
る
が
、
久
米
島
以
西
は
中
国
領
な
の
か
と
い
う
議
論
を
行
な
っ
て
い

な
い
。
大
西
は
、
日
清
戦
争
や
沖
縄
返
還
協
定
を
取
り
上
げ
、
国
際
法
の
通
告
義
務
な
ど
を
論
ず
る
が
、
肝
心
の
尖
閣
は
中
国
領
で
あ
っ
た
こ
と
が

あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
検
討
し
て
い
な
い
。
孫
崎
は
，
明
清
史
料
の
名
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
い
る
が
、
ど
れ
ひ
と
つ
読
ん
で
い
な
い
。
矢
吹

も
、
外
務
省
は
「
棚
上
げ
合
意
」
の
記
録
を
削
除
し
た
と
主
張
す
る
が
、
明
清
史
料
を
検
討
し
て
い
な
い
。

キ
ー
ワ
ー
ド

「
尖
閣
」
論
、「
中
国
」
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
、
村
田
忠
禧
、
大
西
広
、
孫
崎
享
、
矢
吹
晋
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は
じ
め
に

日
本
で
は
二
〇
一
三
年
現
在
、
自
民
党
・
公
明
党
・
民
主
党
か
ら
日
本
共
産
党
に
至
る
ま
で
尖
閣
諸
島
は
日
本
の
領
土
で
あ
る
と
国

論
は
一
致
し
て
い
る
。
二
一
世
紀
に
入
る
と
、
日
本
で
は
芹
田
健
太
郎
・
原
田
禹の
ぶ

雄お

ら
が
健
筆
を
ふ
る
っ
た
。

芹
田
健
太
郎
／
明
清
・
琉
球
・
日
本
史
料
一
五
点　
　

芹
田
健
太
郎
『
日
本
の
領
土
』（
中
央
公
論
社　

二
〇
〇
二
年
六
月
、
二
〇
一
〇

年
一
二
月
中
公
文
庫
版
あ
り
）
は
、
次
の
一
五
点
を
あ
げ
て
い
る
。

①
陳
侃か
ん

『
使
琉
球
録
』、
②
郭
汝
霖り
ん

『
重
刻
使
琉
球
録
』、
③
蕭し
ょ
う

崇す
う

業ぎ
ょ
う・
謝し
ゃ

杰け
つ

『
使
琉
球
録
』、
④
夏か

子し

陽よ
う

・
王
士
楨て
い

『
使
琉
球

録
』、
⑤
胡こ

靖せ
い

『
杜と

天
使
冊
封
琉
球
真
記
奇
観
』、
⑥
張
学
礼
『
使
琉
球
記
』、
⑦
汪
楫し
ゅ
う『
使
琉
球
雑
録
』、
⑧
徐
葆
光
『
中
山
伝
信

録
』、
⑨
周
煌こ
う

『
琉
球
国
志
略
』、
⑩
李
鼎て
い

元
『
使
琉
球
記
』、
⑪
斉
鯤
・
費
錫
章
『
続
琉
球
国
志
略
』、
⑫
林り
ん

鴻こ
う

年ね
ん

・
高
人
鑑
の

「
使
録
」
は
散
佚
し
た
が
、
そ
の
針
路
は
⑬
に
引
用
さ
れ
て
い
る
、
⑬
趙
新
・
于う

光
甲
『
続
琉
球
国
志
略
』。
⑭
『
明
史
』、
⑮
陳ち
ん

壽じ
ゅ

祺き

『
重
じ
ゅ
う

纂さ
ん

福
建
通
志
』（
一
八
七
一
年
版
）。

＊
な
お
、
芹
田
健
太
郎
の
「
郭
如
霖
」
は
「
郭
汝
霖
」
の
誤
植
、「
簫
崇
業
」
は
「
蕭
崇
業
」
の
誤
植
、「
季
鼎
元
」
は
「
李
鼎
元
」

の
誤
植
、「
斎
鯤
」
は
「
斉
鯤
」
の
誤
植
で
あ
る
。

し
か
し
、
日
本
に
も
尖
閣
が
中
国
の
領
土
で
あ
る
と
主
張
す
る
人
び
と
は
い
る
。
筆
者
の
知
る
範
囲
で
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
は
日

本
史
研
究
者
の
故
井
上
清
（
京
都
大
学
教
授
）
が
そ
の
代
表
者
で
あ
っ
た
が
、
二
一
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
の
そ
の
後
継
者
に
は
、
村
田

忠
禧
（
横
浜
国
立
大
学
教
授
）・
孫
崎
享う
け
る（

元
外
務
省
国
際
情
報
局
長
・
元
防
衛
大
学
校
教
授
）・
大
西
広
（
慶
應
義
塾
大
学
教
授
）・
動
労
千



― 77 ―

二一世紀「中国」エピゴーネン「尖閣」論批判

葉
・
矢
吹
晋
（
横
浜
市
立
大
学
名
誉
教
授
）
な
ど
が
い
る
。
こ
の
う
ち
、
孫
崎
は
マ
ス
コ
ミ
へ
の
登
場
回
数
も
多
く
、
二
一
世
紀
日
本
に

お
け
る
「
尖
閣
諸
島
＝
中
国
領
」
論
の
代
表
格
で
あ
る
。

筆
者
は
当
初
、「
尖
閣
問
題
総
論
」（
は
じ
め
に
、
Ⅰ
．
尖
閣
諸
島
問
題
を
め
ぐ
る
歴
史
、
Ⅱ
．「
尖
閣
諸
島
＝
中
国
領
」
論
の
系
譜
、
Ⅲ
．
党
国

家
主
義
と
「
近
代
国
家
」
の
枠
組
み
、
Ⅳ
．
日
本
の
マ
ス
コ
ミ
論
調
と
尖
閣
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
Ⅴ
．
結
論
、
Ⅵ
．
尖
閣
関
連
参
考
文
献
、
Ⅶ
．
尖

閣
関
連
資
料
）
を
発
表
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
分
量
等
の
関
係
で
一
度
に
ま
と
め
て
出
す
こ
と
が
不
可
能
に
な
っ
た
。
本
稿
は
、
そ

の
Ⅱ
の
一
部
分
で
あ
る
。
な
お
、
引
用
文
中
の
〔　

〕
内
は
斎
藤
に
よ
る
注
で
あ
り
、
引
用
文
中
そ
の
他
の
ゴ
チ
・
ル
ビ
も
斎
藤
に
よ

る
。

一
、
村
田
忠
禧
（
二
〇
〇
四
年
）

村
田
忠
禧
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
「
尖
閣
列
島
・
釣
魚
島
問
題
を
ど
う
見
る
か
―
―
試
さ
れ
る
二
十
一
世
紀
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
の
英

知
」（
二
〇
〇
四
年
二
月
六
日
）
と
著
書
『
尖
閣
列
島
・
釣
魚
島
問
題
を
ど
う
見
る
か
―
―
試
さ
れ
る
二
十
一
世
紀
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ

の
英
知
』（
日
本
僑
報
社　

二
〇
〇
四
年
六
月
）
は
同
内
容
で
、
井
上
清
に
対
す
る
崇
敬
の
念
を
表
明
し
、「
尖
閣
諸
島
＝
中
国
の
固
有
の

領
土
」
論
を
展
開
す
る
。
村
田
も
、
文
化
大
革
命
当
時
、
文
革
礼
賛
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
の
で
、
さ
も
あ
り
な
ん
と
思
わ
れ
る
主
張

で
は
あ
る
が
、
一
九
七
六
年
に
文
革
は
破
綻
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
反
省
し
な
い
と
い
う
の
は
文
革
流
に
言
え
ば

「
悔
い
改
め
な
い
中
国
追
随
派
」
と
で
も
言
う
の
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
本
家
の
中
国
で
は
と
っ
く
に
「
文
革
は
間
違
っ
て
い
た
」

と
認
め
て
い
る
が
。
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「
優
れ
た
先
人
た
ち
」
と
「
領
海
法
」　　

村
田
は
、「
二
〇
世
紀
の
歴
史
を
開
拓
し
た
優
れ
た
先
人
た
ち
」
の
「
知
恵
」
に
学
ぶ
べ

き
と
言
う
。
そ
の
「
先
人
た
ち
」
と
は
、
誰
か
。
村
田
は
、
一
九
七
二
年
の
周
恩
来
と
一
九
七
八
年
の
鄧
小
平
の
名
を
あ
げ
て
い
る
。

一
九
七
二
年
九
月
二
九
日
、
日
中
国
交
正
常
化
交
渉
の
さ
い
、
田
中
首
相
が
周
恩
来
に
「
尖
閣
諸
島
に
つ
い
て
ど
う
思
う
か
？
」
と

発
言
し
た
と
こ
ろ
、
周
恩
来
は
「
尖
閣
諸
島
に
つ
い
て
は
、
今
回
は
話
し
た
く
な
い
。
今
、
こ
れ
を
話
す
の
は
よ
く
な
い
。
石
油
が
出

る
か
ら
、
こ
れ
が
問
題
に
な
っ
た
。
石
油
が
出
な
け
れ
ば
、
台
湾
も
米
国
も
問
題
に
し
な
い
」
と
応
じ
、
そ
れ
で
こ
の
話
は
打
ち
切
り

と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
の
話
で
あ
り
、
そ
こ
で
田
中
首
相
と
日
本
外
務
省
が
尖
閣
諸
島
は
「
日
本
の
領
土
」
と
発
言
し
な

か
っ
た
の
は
誤
り
で
あ
る
。
こ
の
会
談
経
過
は
事
実
上
、「
棚
上
げ
合
意
」
と
さ
れ
る
が
、
約
束
と
い
う
ほ
ど
明
確
な
確
認
が
あ
っ
た

わ
け
で
は
な
く
、
日
中
間
で
明
文
化
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
い
。

一
九
七
八
年
八
月
、
日
中
平
和
友
好
条
約
締
結
の
さ
い
、
鄧
小
平
は
「
尖
閣
は
次
世
代
に
譲
ろ
う
」
と
発
言
し
、
園
田
外
相
は
そ
れ

以
上
い
わ
ん
で
下
さ
い
」
と
言
っ
た
（
園
田
直
『
世
界　

日
本　

愛
』
三
二
八
頁　

第
三
政
経
会　

一
九
八
一
年
五
月
）。
園
田
外
相
が
尖
閣
は

「
日
本
の
領
土
」
と
発
言
し
な
か
っ
た
の
は
、
誤
り
と
言
え
ば
誤
り
で
あ
り
、
事
実
上
、「
棚
上
げ
合
意
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
明
文
化

さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
日
本
政
府
は
、
こ
れ
ら
の
経
過
に
縛
ら
れ
る
義
務
は
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
こ
の
鄧
小
平
発
言
の
わ
ず
か
一
四
年
後
、
鄧
小
平
健
在
の
一
九
九
二
年
に
中
国
政
府
は
尖
閣
を
中
国
の
領
土
と
規
定
し
た

「
領
海
法
」
を
決
定
し
、「
棚
上
げ
」
を
中
国
政
府
自
身
が
破
棄
し
、「
棚
卸お

ろ

し
」
し
た
こ
と
、
こ
の
決
定
に
中
国
の
最
高
権
力
者
で

あ
っ
た
鄧
小
平
が
関
わ
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
村
田
は
言
及
し
て
い
な
い
。

「
無
主
の
地
で
は
な
か
っ
た
」
の
か　
　

次
に
村
田
は
、「
こ
の
島
々
の
領
有
権
の
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
は
い
わ
ゆ
る
『
無
主
地
』」
で

あ
っ
た
か
否
か
」
で
あ
る
と
言
う
。
正
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
だ
が
、
彼
は
米
慶
余
論
文
と
同
じ
く
（
村
田
は
米
慶
余
論
文
に
は
言
及
し
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て
い
な
い
が
）、
明
の
陳
侃か
ん

な
ど
の
史
料
に
基
づ
き
、「
古く
め
じ
ま

米
山
」（
久
米
島
）
が
琉
球
王
国
の
領
土
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
理
由
と
し

て
尖
閣
諸
島
は
「
中
国
」
の
領
土
で
あ
っ
た
と
い
う
論
法
を
と
っ
て
お
り
、
琉
球
国
の
外
側
が
明
朝
の
領
土
・
領
海
で
あ
っ
た
の
か
ど

う
か
に
つ
い
て
検
討
を
し
よ
う
と
し
な
い
。
米
慶
余
論
文
同
様
、
論
理
に
大
穴
が
あ
い
て
い
る
。

村
田
は
、
琉
球
国
の
外
側
が
明
朝
の
領
土
・
領
海
で
あ
っ
た
こ
と
の
根
拠
め
い
た
も
の
と
し
て
、
尖
閣
諸
島
が
明
朝
の
「
海
防
」
の

範
囲
に
入
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
あ
げ
る
が
、
明
朝
が
海
防
の
範
囲
と
見
な
し
て
い
た
と
し
て
も
、
ど
の
よ
う
な
海
防
活
動
を
行

な
っ
て
い
た
の
か
に
言
及
し
な
け
れ
ば
、
明
朝
の
支
配
領
域
で
あ
っ
た
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
現
在
、
中
国
は
ア
フ
リ
カ
の

ソ
マ
リ
ア
沖
で
海
賊
監
視
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
ソ
マ
リ
ア
は
中
国
の
「
固
有
の
領
土
」
だ
と
は
言
わ
な
い
だ

ろ
う
。

し
か
し
、
村
田
は
以
上
に
よ
っ
て
尖
閣
諸
島
は
明
朝
の
「
領
土
・
領
海
意
識
は
明
確
で
あ
り
、
無
主
地
論
は
成
立
し
な
い
」
と
結
論

す
る
。
こ
れ
は
、
明
朝
が
尖
閣
諸
島
を
実
効
支
配
し
て
い
た
と
い
う
論
証
と
は
言
え
ず
、
お
よ
そ
説
得
力
の
欠
け
た
議
論
で
あ
る
。

ま
た
、
村
田
が
指
摘
す
る
一
九
五
〇
年
代
の
日
本
政
府
委
員
が
尖
閣
諸
島
に
つ
い
て
満
足
に
島
の
名
も
言
え
な
い
ほ
ど
の
認
識
し
か

持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
て
い
た
ら
く
も
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
、
日
本
の
領
有
を
否
定
す
る
根
拠
と
は
な
る
も
の
で
は
な
い
。

村
田
は
、「
日
本
も
中
国
（
台
湾
当
局
も
含
む
）
も
、
…
…
こ
の
島
々
周
辺
の
海
底
に
石
油
が
産
出
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
の
情
報
が

流
さ
れ
て
の
ち
、
領
有
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
い
う
点
は
、
中
華
人
民
共
和
国
・
台
湾
に
つ
い
て
は
そ
の
通
り
だ
が
、
日
本

に
つ
い
て
は
米
軍
占
領
下
の
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
七
二
年
ま
で
は
施
政
権
を
奪
わ
れ
て
い
た
の
を
除
い
て
、
一
八
九
五
年
か
ら

一
九
四
五
年
ま
で
領
有
・
実
効
支
配
し
て
い
た
事
実
が
あ
り
、
一
八
九
六
年
か
ら
一
九
四
〇
年
ま
で
島
は
利
用
さ
れ
て
お
り
、
日
本
人

の
居
住
と
い
う
事
実
も
あ
っ
た
こ
と
、
一
九
四
五
年
以
降
も
領
有
権
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
無
視
し
た
議
論
で
あ
る
。



― 80 ―

な
お
、
村
田
が
日
本
と
中
国
に
お
け
る
「
民
族
主
義
的
風
潮
」
を
憂
え
る
指
摘
に
は
、
日
本
に
関
わ
る
部
分
に
つ
い
て
は
同
意
で
き

な
い
が
、
中
国
に
つ
い
て
は
同
感
で
き
る
。

二
、
大
西　

広
（
二
〇
一
二
年
、
二
〇
一
三
年
）

大
西
広
の
『
中
国
に
主
張
す
べ
き
は
何
か
―
―
西
方
化
、
中
国
化
、
毛
沢
東
回
帰
の
間
で
揺
れ
る
中
国
』（
か
も
が
わ
出
版　

二
〇
一
二
年
一
〇
月
）
は
、
二
〇
一
二
年
九
月
反
日
騒
動
後
に
日
本
で
出
た
最
新
の
「
尖
閣
諸
島
＝
中
国
領
」
論
で
あ
ろ
う
。

大
西
は
井
上
清
と
同
様
に
、
一
八
九
五
年
一
月
の
日
本
政
府
に
よ
る
尖
閣
領
有
の
閣
議
決
定
が
清
朝
に
通
告
さ
れ
な
か
っ
た
（
大
西

七
九
頁
）
と
述
べ
る
。

こ
れ
は
事
実
で
あ
る
が
、
清
朝
へ
の
通
告
は
領
有
の
必
要
条
件
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
点
は
、
大
西
も
『
季
刊
中
国
』
二
〇
一
三
年

六
月
号
論
文
で
認
め
る
。

次
に
大
西
は
、
一
八
九
五
年
四
月
の
日
清
戦
争
講
和
会
議
で
は
、
日
本
に
「
割
与
」
さ
れ
る
「
台
湾
」
の
範
囲
に
尖
閣
諸
島
は
入
っ

て
い
な
か
っ
た
が
、
清
朝
は
尖
閣
諸
島
を
問
題
に
す
る
余
裕
は
な
か
っ
た
、「
抗
議
は
不
能
だ
っ
た
」（
大
西
八
二
頁
）、
従
っ
て
、
尖

閣
は
日
本
に
よ
る
「
戦
勝
に
よ
る
取
得
」（
大
西
八
一
頁
）
で
あ
る
、
と
す
る
。

こ
の
主
張
は
、
論
理
的
だ
と
は
思
わ
れ
な
い
。
日
清
戦
争
講
和
の
さ
い
、
清
朝
は
抗
議
し
よ
う
と
い
う
意
思
が
あ
れ
ば
抗
議
で
き
た

し
、
か
り
に
こ
の
と
き
に
は
清
朝
に
抗
議
す
る
余
裕
が
な
か
っ
た
（
こ
れ
は
大
西
の
推
測
に
す
ぎ
な
い
が
）
と
し
て
も
、
一
八
九
五
年
か

ら
清
朝
が
滅
び
る
一
九
一
一
年
ま
で
の
一
六
年
間
に
は
抗
議
す
る
意
思
が
あ
れ
ば
抗
議
で
き
た
は
ず
で
あ
る
し
、
ま
た
、
中
華
民
国
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三
七
年
間
に
も
、
一
九
四
九
年
に
中
華
人
民
共
和
国
が
成
立
し
て
か
ら
は
じ
め
て
領
有
を
公
式
に
主
張
す
る
一
九
七
一
年
ま
で
の
二
二

年
間
に
も
抗
議
し
て
い
な
い
。
一
八
九
五
年
四
月
に
は
も
し
か
す
る
と
抗
議
す
る
余
裕
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
（
そ
ん
な
こ
と
は
な
か
っ

た
の
だ
が
）、
一
八
九
五
年
四
月
に
限
定
す
る
理
由
は
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
大
西
は
、
日
本
政
府
に
よ
る
一
八
九
五
年
（
大
西
の
「
一
九
九
五
年
」
は
も
ち
ろ
ん
間
違
い
）
一
月
の
尖
閣
領
有
閣
議
決
定
で
は

「
久
場
島
・
魚
釣
島
」
の
二
島
だ
け
で
、「
大
正
島
、
北
小
島
、
南
小
島
と
沖
の
北
岩
・
南
岩
、
飛
瀬
の
岩
礁
が
い
つ
で
あ
っ
た
か
示
せ

な
い
」（
大
西
八
三
～
八
四
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
尖
閣
領
有
の
閣
議
決
定
の
当
否
を
左
右
す
る
よ
う
な
性
格
の
問
題
で
は
な
い
こ
と
は
、
奥
原
敏
雄
が
す
で
に
『
朝
日
ア
ジ

ア
レ
ビ
ュ
ー
』
一
九
七
二
年
夏
号
論
文
で
述
べ
て
い
た
。

大
西
は
、
琉
球
政
府
が
石
垣
市
に
「
標
杭
」（
国
標
）
を
「
久
場
・
魚
釣
」
二
島
に
建
て
さ
せ
た
の
は
、
国
連
エ
カ
フ
ェ
の
調
査
後

の
「
一
九
六
九
年
」
だ
っ
た
（
大
西
八
四
頁
）
と
指
摘
す
る
。

一
九
六
九
年
以
前
に
標
杭
が
建
て
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
自
体
が
日
本
の
領
有
を
否
定
で
き
る
論
拠
と
は
な
ら
な
い
。

日
本
の
法
学
者
に
よ
れ
ば
、
領
有
に
お
け
る
決
定
的
要
件
は
「
領
有
意
思
の
存
在
」
と
「
実
効
支
配
の
有
無
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

大
西
は
、
さ
ら
に
中
華
人
民
共
和
国
の
一
九
七
一
年
一
二
月
の
「
釣
魚
島
は
中
国
の
固
有
の
領
土
」
宣
言
は
同
年
六
月
の
「
沖
縄
返

還
協
定
に
関
わ
る
も
の
」
で
あ
っ
て
「
一
九
六
八
年
の
海
底
石
油
の
発
見
へ
の
反
応
と
主
張
す
る
の
は
筋
違
い
」（
大
西
八
四
頁
）
と

主
張
し
て
い
る
。

文
字
づ
ら
か
ら
は
そ
う
だ
が
、
こ
れ
は
的
外
れ
も
は
な
は
だ
し
い
。
中
華
人
民
共
和
国
が
一
九
七
一
年
に
至
る
ま
で
「
釣
魚
島
は
中

国
の
固
有
の
領
土
」
と
主
張
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、「
釣
魚
島
は
中
国
の
固
有
の
領
土
」
と
の
主
張
は
誰
が
見
て
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も
明
ら
か
に
石
油
ね
ら
い
で
あ
り
（
村
田
忠
禧
も
認
め
て
い
る
）、
そ
の
た
め
に
中
華
人
民
共
和
国
は
沖
縄
返
還
協
定
に
抗
議
し
た
の
で

あ
る
。
大
西
は
、
周
恩
来
が
一
九
七
二
年
に
尖
閣
諸
島
が
日
中
間
の
問
題
に
な
る
の
は
「
石
油
」
の
せ
い
と
語
っ
て
い
た
事
実
す
ら
無

視
し
て
い
る
。

大
西
は
、
一
九
七
二
年
周
恩
来
発
言
と
一
九
七
八
年
鄧
小
平
「
棚
上
げ
」
論
に
田
中
首
相
と
園
田
外
相
が
「
そ
れ
ぞ
れ
反
論
し
な
い

と
い
う
形
で
合
意
し
て
い
る
。
こ
れ
が
外
交
上
の
正
式
の
合
意
レ
ベ
ル
と
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
（
大
西

八
五
～
八
六
頁
）。

田
中
首
相
と
園
田
外
相
の
尖
閣
問
題
を
め
ぐ
る
発
言
は
日
本
の
外
交
姿
勢
と
し
て
誤
り
で
あ
る
が
、
日
中
間
に
「
棚
上
げ
」
と
い
う

合
意
文
書
は
存
在
せ
ず
、
日
本
政
府
が
「
棚
上
げ
」
論
に
縛
ら
れ
る
必
要
は
な
い
。

大
西
は
、
井
上
清
『
釣
魚
諸
島
の
史
的
解
明
―
「
尖
閣
」
列
島
』（
現
代
評
論
社　

一
九
七
二
年
一
〇
月
）
に
つ
い
て
、「
こ
の
本
は
特

定
政
党
批
判
を
前
面
に
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
が
、
日
本
現
代
史
学
の
大
家
が
全
精
力
を
注
い
て
書
き
上
げ
た
書
物
だ
け

あ
っ
て
、
日
本
史
研
究
者
の
間
で
は
基
本
的
な
評
価
を
得
て
い
る
」、「
私
が
京
都
で
お
付
き
合
い
を
し
て
い
た
日
本
史
関
係
者
の
多
く

は
基
本
的
に
こ
の
見
解
を
支
持
し
て
い
る
」
と
言
う
（『
季
刊
中
国
』
二
〇
一
三
年
六
月
号
）。

大
西
が
井
上
清
の
追
随
者
・
崇
拝
者
で
「
尖
閣
諸
島
＝
中
国
領
」
論
を
継
承
し
て
い
る
の
は
、
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。
井
上
清
書
の

問
題
点
は
「
特
定
政
党
批
判
を
前
面
に
出
し
て
い
る
」
こ
と
な
ど
で
は
な
く
、
誤
読
、
つ
ま
み
食
い
、
思
い
こ
み
で
綴
ら
れ
た
内
容
に

あ
る
の
で
あ
る
。

大
西
は
、『
季
刊
中
国
』
二
〇
一
三
年
六
月
号
に
「
尖
閣
領
有
に
関
す
る
外
務
省
見
解
の
国
際
法
的
検
討
」
を
発
表
し
て
い
る
。

筆
者
は
、
国
際
法
に
つ
い
て
は
門
外
漢
な
の
で
、
大
西
論
文
の
法
理
論
的
検
討
は
専
門
家
に
委
ね
る
が
、
主
と
し
て
歴
史
的
側
面
に
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つ
い
て
コ
メ
ン
ト
し
て
お
こ
う
。

大
西
論
文
は
、
第
一
に
「
先
占
に
お
い
て
領
有
意
思
の
宣
言
・
通
告
は
不
要
」
と
す
る
「
国
際
法
上
の
通
説
」
を
検
討
す
る
。
大
西

は
、
日
本
政
府
に
よ
る
尖
閣
諸
島
領
有
に
つ
い
て
清
朝
に
対
す
る
「
通
告
義
務
が
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
」
と
い
ち
お
う
認
め
る
が
、

通
告
は
「
望
ま
し
か
っ
た
」
だ
ろ
う
と
言
う
。
そ
れ
は
、
日
本
の
「
尖
閣
諸
島
＝
日
本
領
」
論
に
立
つ
国
際
法
学
者
た
ち
も
そ
う
考
え

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

大
西
は
第
二
に
、「
無
通
告
」
の
場
合
の
「
必
要
条
件
」
を
検
討
す
る
。「
先
占
の
四
条
件
」
は
大
寿
堂
鼎
に
よ
れ
ば
、
①
「
先
占
の

主
体
」
は
「
国
家
」、
②
「
客
体
」
は
「
無
主
の
土
地
」、
③
「
先
占
の
精
神
的
要
件
」
は
「
国
家
が
領
有
の
意
思
」
を
持
っ
て
い
る
こ

と
、
④
「
先
占
の
実
体
的
要
件
」
は
「
実
効
支
配
」
だ
が
、
③
の
「
意
思
は
、
そ
の
旨
の
宣
言
、
他
国
に
対
す
る
通
告
、
国
旗
ま
た
は

標
柱
を
た
て
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
」
の
だ
が
、
日
本
政
府
は
こ
の
「『
な
ど
』
に
依
拠
し
」、（
イ
）
一
八
九
六
年
に
尖

閣
諸
島
を
沖
縄
県
八
重
山
郡
に
編
入
、（
ロ
）
古
賀
辰
四
郎
に
よ
る
開
拓
、（
ハ
）
下
関
条
約
に
基
づ
く
台
湾
受
渡
し
に
関
す
る
交
換
公

文
作
成
過
程
の
や
り
と
り
、
を
あ
げ
て
い
る
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
検
討
す
る
。

（
イ
）
に
つ
い
て
、
大
西
は
、
勅
令
第
一
三
号
に
は
「
八
重
山
郡
」
と
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
の
に
、
尖
閣
諸
島
を
八
重
山
郡
に
含

む
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
距
離
が
あ
り
、
無
理
が
あ
り
、「
国
家
の
意
思
」
と
言
え
る
の
か
と
疑
問
を
呈
す
る
。

勅
令
第
一
三
号
に
は
「
八
重
山
郡
」
と
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
沖
縄
県
が
尖
閣
諸
島
を
「
八
重
山
郡
」
に

所
属
さ
せ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
っ
た
。

（
ロ
）
大
西
は
次
に
、
古
賀
辰
四
郎
に
よ
る
開
拓
は
「
実
効
的
な
占
有
」
と
し
て
「
一
般
的
に
は
十
分
な
根
拠
と
な
る
も
の
で
あ
る
」

こ
と
を
認
め
る
も
の
の
、「
中
国
側
は
こ
の
領
土
＝
尖
閣
を
一
八
九
五
年
の
下
関
条
約
に
よ
っ
て
日
本
に
割
譲
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
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限
り
、
古
賀
に
よ
る
こ
の
開
拓
を
先
占
行
為
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
」
な
い
、
と
否
定
す
る
の
で
あ
る
。

中
華
人
民
共
和
国
は
「
釣
魚
島
」
が
「
台
湾
の
付
属
島
嶼
」
と
し
て
「
日
本
に
割
譲
さ
れ
た
」（
二
〇
一
二
年
九
月
中
国
国
務
院
文
書
）

と
し
て
い
る
が
、
下
関
条
約
に
関
す
る
こ
の
認
識
は
不
正
確
な
の
で
あ
り
、
大
西
が
尊
敬
す
る
井
上
清
も
否
定
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

大
西
は
、
第
三
に
「
清
国
は
一
八
九
五
年
六
月
に
日
本
の
先
占
を
認
識
で
き
た
か
」
を
検
討
し
、
一
八
九
五
年
六
月
時
点
で
「
当
時

の
日
本
の
地
図
で
は
ど
の
地
図
も
尖
閣
を
台
湾
の
一
部
と
し
て
示
し
て
い
な
い
か
ら
こ
の
時
点
で
中
国
は
尖
閣
を
中
国
領
土
と
し
て

残
っ
て
い
る
も
の
と
理
解
で
き
た
は
ず
だ
」
と
す
る
。

一
八
九
五
年
六
月
の
時
点
で
は
、
あ
る
い
は
清
朝
は
日
本
に
よ
る
尖
閣
諸
島
領
有
を
知
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
（
あ
る
い
は

知
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
）
が
、
一
八
九
六
年
以
降
の
古
賀
に
よ
る
開
拓
の
事
実
は
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
抗
議
す
る
こ
と
も
で

き
た
だ
ろ
う
が
、
清
朝
は
そ
の
後
い
か
な
る
抗
議
も
行
な
わ
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
重
い
で
あ
ろ
う
。
議
論
を
「
一
八
九
五
年
六

月
」
に
限
定
す
る
こ
と
に
は
、
意
味
が
な
い
の
で
あ
る
。

大
西
は
、
第
四
に
「
パ
ル
マ
ス
裁
定
の
基
準
を
再
度
考
察
す
る
」
と
し
、「
中
世
に
遡
る
領
有
権
権
原
」
が
そ
れ
な
り
に
尊
重
さ
れ

る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。

し
か
し
、
明
清
期
に
尖
閣
諸
島
を
ど
の
よ
う
な
程
度
に
お
い
て
も
領
有
し
て
い
た
事
実
が
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
言
え

ば
、
こ
の
議
論
は
意
味
を
な
さ
な
い
。

大
西
は
、
第
五
に
「
パ
ル
マ
ス
裁
定
自
体
へ
の
そ
の
後
の
批
判
と
『
決
定
的
期
日
』
の
議
論
」
を
検
討
し
、
尖
閣
諸
島
を
め
ぐ
る

「
決
定
的
期
日
」、
す
な
わ
ち
「
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
デ
ー
ト
」
に
は
「
一
八
九
五
年
」
と
す
る
説
と
「
一
九
七
一
年
」
と
す
る
説
が
あ
る

こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
国
際
法
学
者
の
議
論
に
委
ね
よ
う
。
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大
西
に
期
待
し
た
い
の
は
、
井
上
清
の
よ
う
な
「
尖
閣
諸
島
＝
中
国
領
」
と
い
う
思
い
こ
み
を
相
対
化
し
、
日
本
の
日
中
友
好
運
動

が
文
化
大
革
命
の
さ
い
に
中
国
に
対
し
て
「
自
主
性
」
を
堅
持
し
た
伝
統
の
教
訓
を
汲
み
取
る
こ
と
で
あ
る
。

三
、
全
国
労
働
組
合
交
流
セ
ン
タ
ー
（
動
労
千
葉　

二
〇
一
二
年
）

「
全
国
労
働
組
合
交
流
セ
ン
タ
ー
」
な
る
団
体
が
二
〇
一
二
年
一
一
月
に
街
頭
で
配
布
し
て
い
た
ビ
ラ
は
、「
動
労
千
葉
」
系
の
団
体

と
思
わ
れ
る
が
、
尖
閣
諸
島
に
つ
い
て
「
一
方
的
な
略
奪
行
為
」
と
し
、
当
時
、
辞
任
し
た
ば
か
り
の
石
原
東
京
都
知
事
の
尖
閣
諸
島

購
入
計
画
に
つ
い
て
「
無
責
任
な
戦
争
挑
発
」、「
高
ま
る
反
原
発
の
う
ね
り
や
、
六
割
近
く
が
非
正
規
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
青
年
労
働

者
の
『
生
き
て
い
け
な
い
！
』
と
い
う
怒
り
の
声
を
そ
ら
し
押
し
つ
ぶ
す
た
め
に
、『
尖
閣
』
や
『
竹
島
』
を
叫
び
た
て
て
い
る
」
と

し
て
い
る
。
井
上
清
と
ほ
ぼ
同
じ
論
調
で
あ
る
。

こ
の
団
体
は
、
尖
閣
諸
島
を
中
国
の
も
の
と
思
い
こ
ん
で
い
る
よ
う
だ
が
、
大
局
的
に
尖
閣
諸
島
問
題
を
め
ぐ
る
二
〇
一
二
年
の
日

中
関
係
を
見
た
場
合
、
日
本
が
「
戦
争
挑
発
」
を
し
て
い
る
と
い
う
主
張
は
逆
立
ち
し
た
見
方
で
あ
る
。
石
原
都
知
事
の
意
図
が
何
で

あ
れ
、
尖
閣
諸
島
問
題
を
め
ぐ
っ
て
「
戦
争
挑
発
」
を
し
て
い
る
の
は
紛
れ
も
な
く
中
国
で
あ
り
、
日
本
は
受
け
身
の
姿
勢
に
終
始
し

て
い
る
の
が
二
〇
一
二
年
九
月
～
一
一
月
（
本
稿
ゲ
ラ
校
正
中
の
二
〇
一
四
年
六
月
で
も
）
の
現
状
で
あ
っ
た
。
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四
、
孫
崎　

享う
け
る（

二
〇
一
一
年
、
二
〇
一
二
年
）

孫
崎
享
に
は
、『
日
本
の
国
境
問
題
―
―
尖
閣
・
竹
島
・
北
方
領
土
』（
筑
摩
書
房　

二
〇
一
一
年
五
月
、「
孫
崎　

二
〇
一
一
」
と
す
る
）

と
二
〇
一
二
年
九
月
反
日
騒
動
後
に
『
検
証　

尖
閣
問
題
』（
岩
波
書
店　

二
〇
一
二
年
一
二
月
、「
孫
崎　

二
〇
一
二
」
と
す
る
）
が
あ
る
。

四
―
一
、『
日
本
の
国
境
問
題
―
―
尖
閣
・
竹
島
・
北
方
領
土
』

孫
崎
享
は
、
元
日
本
外
務
省
国
際
情
報
局
長
と
い
う
要
職
に
あ
っ
た
人
物
な
の
で
、
当
然
、
そ
の
発
言
は
注
目
に
値
す
る
。
と
こ
ろ

が
、
孫
崎　

二
〇
一
一
は
日
本
外
務
省
の
見
解
と
は
正
反
対
の
意
見
で
、
争
点
を
三
つ
あ
げ
た
上
、
ほ
ぼ
全
面
的
に
中
国
側
の
主
張
を

支
持
す
る
。

孫
崎　

二
〇
一
一
は
、
争
点
を
以
下
の
三
点
に
整
理
し
て
い
る
。

「
争
点
一
」
は
、「
歴
史
的
に
ど
ち
ら
が
先
に
領
有
を
主
張
し
た
か
」
で
あ
る
。

孫
崎
は
、
す
で
に
見
た
陳
侃
の
記
述
、
一
五
六
二
年
の
明
朝
冊
封
使
の
記
述
、
明
朝
嘉
慶
年
間
の
『
日
本
一
鑑
』
の
「
釣
魚
島

は
小
島
小
嶼
な
り
」
と
の
記
述
、
清
朝
の
冊
封
使
汪お

う

楫し
ゅ
うの
記
述
な
ど
か
ら
、「
一
六
世
紀
か
ら
す
で
に
中
国
の
版
図
に
入
っ
た
」

（
孫
崎　

二
〇
一
一　

六
三
頁
）、「
文
献
は
圧
倒
的
に
中
国
に
属
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
」（
孫
崎　

二
〇
一
一　

六
四
頁
）
と

結
論
し
、「
一
九
世
紀
以
前
に
漠
と
し
て
で
あ
っ
て
も
中
国
の
管
轄
圏
内
に
入
っ
て
い
た
尖
閣
諸
島
に
対
し
て
、『
こ
れ
は
〝
無
主

の
地
〟
を
領
有
す
る
〝
先
占
〟
に
あ
た
る
』
の
論
理
が
ど
こ
ま
で
説
得
力
が
あ
る
か
疑
問
」（
孫
崎　

二
〇
一
一　

六
四
頁
）
と
し
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て
い
る
。

し
か
し
、
明
朝
も
清
朝
も
少
な
く
と
も
王
朝
と
し
て
尖
閣
諸
島
の
「
領
有
」
を
主
張
し
た
り
、
実
効
支
配
し
た
事
実
は
な
い
。
孫
崎

が
あ
げ
た
文
献
に
自
分
で
目
を
通
せ
ば
、「
中
国
が
領
有
を
主
張
し
て
い
た
」
な
ど
と
は
読
め
な
い
こ
と
は
わ
か
っ
た
は
ず
だ
が
、
孫

崎
は
読
ん
で
い
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
ん
な
で
た
ら
め
が
言
え
る
の
で
あ
る
。
明
朝
成
立
以
来
の
歴
史
の
中
で
尖
閣
諸
島
に
つ
い
て
国
家

権
力
が
は
じ
め
て
領
有
を
主
張
し
た
の
は
、
一
八
九
五
年
の
日
本
政
府
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

①
陳
侃か
ん

、
②
一
五
六
二
年
の
明
朝
冊
封
使
（
郭
汝
霖
・
李
際
春
『
重
編
使
琉
球
録
』
を
指
す
―
―
筆
者
注
）、
③
明
朝
嘉
慶
年
鑑
の
『
日
本

一
鑑
』、
④
清
朝
冊
封
使
汪
楫し
ゅ
うが
「
尖
閣
諸
島=

中
国
領
」
の
根
拠
に
な
ら
な
い
こ
と
は
、
拙
稿
「
二
〇
世
紀
『
中
国
』
エ
ピ
ゴ
ー
ネ

ン
井
上
清
批
判
」（『
中
央
大
学
論
集
』
第
三
五
号
。
拙
著
『
尖
閣
問
題
総
論
』
所
収
、
創
英
社
／
三
省
堂
書
店
、
二
〇
一
四
年
三
月
）
で
検
討
し

た
通
り
だ
が
、
孫
崎
は
奥
原
敏
雄
・
尾
崎
重
義
・
緑
間
栄
・
芹
田
健
太
郎
・
原
田
禹の
ぶ

雄お

ら
の
著
作
を
参
照
で
き
た
は
ず
な
の
に
手
抜
き

し
、
井
上
清
の
誤
り
を
踏
襲
し
て
い
る
の
は
日
本
外
務
省
国
際
情
報
局
長
と
い
う
要
職
に
あ
っ
た
人
と
し
て
は
あ
ま
り
に
も
不
勉
強
と

言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

中
国
は
「
尖
閣
諸
島
を
管
理
し
て
き
た
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
明
朝
も
清
朝
も
尖
閣
諸
島
を
管
理
し
た
と
言
っ
て
い
る
と
い
う
資
料

は
何
も
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。
い
っ
た
い
明
清
史
料
の
ど
こ
に
「
中
国
は
尖
閣
諸
島
（
釣
魚
島
）
を
管
理
し
て
き
た
」
な
ど
と
書
い
て

あ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
明
朝
も
清
朝
も
、
尖
閣
諸
島
近
辺
の
海
を
「
海
防
」
の
対
象
と
見
な
し
た
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
尖
閣
諸
島

そ
の
も
の
を
管
理
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、「
領
有
を
宣
言
」
し
た
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
議
論
の
出
発
点
が
間
違
っ
て

い
る
。「

争
点
二
、『
一
八
九
五
年
尖
閣
諸
島
の
日
本
併
合
を
ど
う
み
る
か
』」
で
、
日
本
は
清
国
の
支
配
が
及
ん
で
い
る
痕
跡
が
な
い

四
、
孫
崎　

享う
け
る（

二
〇
一
一
年
、
二
〇
一
二
年
）

孫
崎
享
に
は
、『
日
本
の
国
境
問
題
―
―
尖
閣
・
竹
島
・
北
方
領
土
』（
筑
摩
書
房　

二
〇
一
一
年
五
月
、「
孫
崎　

二
〇
一
一
」
と
す
る
）

と
二
〇
一
二
年
九
月
反
日
騒
動
後
に
『
検
証　

尖
閣
問
題
』（
岩
波
書
店　

二
〇
一
二
年
一
二
月
、「
孫
崎　

二
〇
一
二
」
と
す
る
）
が
あ
る
。

四
―
一
、『
日
本
の
国
境
問
題
―
―
尖
閣
・
竹
島
・
北
方
領
土
』

孫
崎
享
は
、
元
日
本
外
務
省
国
際
情
報
局
長
と
い
う
要
職
に
あ
っ
た
人
物
な
の
で
、
当
然
、
そ
の
発
言
は
注
目
に
値
す
る
。
と
こ
ろ

が
、
孫
崎　

二
〇
一
一
は
日
本
外
務
省
の
見
解
と
は
正
反
対
の
意
見
で
、
争
点
を
三
つ
あ
げ
た
上
、
ほ
ぼ
全
面
的
に
中
国
側
の
主
張
を

支
持
す
る
。

孫
崎　

二
〇
一
一
は
、
争
点
を
以
下
の
三
点
に
整
理
し
て
い
る
。

「
争
点
一
」
は
、「
歴
史
的
に
ど
ち
ら
が
先
に
領
有
を
主
張
し
た
か
」
で
あ
る
。

孫
崎
は
、
す
で
に
見
た
陳
侃
の
記
述
、
一
五
六
二
年
の
明
朝
冊
封
使
の
記
述
、
明
朝
嘉
慶
年
間
の
『
日
本
一
鑑
』
の
「
釣
魚
島

は
小
島
小
嶼
な
り
」
と
の
記
述
、
清
朝
の
冊
封
使
汪お
う

楫し
ゅ
うの
記
述
な
ど
か
ら
、「
一
六
世
紀
か
ら
す
で
に
中
国
の
版
図
に
入
っ
た
」

（
孫
崎　

二
〇
一
一　

六
三
頁
）、「
文
献
は
圧
倒
的
に
中
国
に
属
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
」（
孫
崎　

二
〇
一
一　

六
四
頁
）
と

結
論
し
、「
一
九
世
紀
以
前
に
漠
と
し
て
で
あ
っ
て
も
中
国
の
管
轄
圏
内
に
入
っ
て
い
た
尖
閣
諸
島
に
対
し
て
、『
こ
れ
は
〝
無
主

の
地
〟
を
領
有
す
る
〝
先
占
〟
に
あ
た
る
』
の
論
理
が
ど
こ
ま
で
説
得
力
が
あ
る
か
疑
問
」（
孫
崎　

二
〇
一
一　

六
四
頁
）
と
し
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こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
一
八
九
五
年
に
日
本
の
領
土
に
編
入
し
た
、
下
関
条
約
に
は
尖
閣
諸
島
は
含
ま
れ
て
い
な
い
、
と
し
て

い
る
が
、「
日
本
が
中
国
を
侵
略
す
る
野
望
が
あ
る
と
疑
わ
れ
る
こ
と
を
憂
慮
」
し
て
い
た
し
、
日
清
戦
争
で
「
清
国
は
敗
戦
し

た
」
の
で
、「〝
台
湾
全
島
と
そ
れ
に
付
随
す
る
全
て
の
島
嶼し
ょ

〟
を
割
譲
さ
せ
た
」、「
近
代
国
際
法
は
侵
略
行
為
は
合
法
的
権
利
を

生
み
出
せ
な
い
」
と
し
、「
一
八
七
九
年
か
ら
一
八
九
〇
年
に
か
け
て
日
本
が
清
朝
と
琉
球
問
題
に
つ
い
て
交
渉
し
た
時
、
双
方

は
琉
球
の
範
囲
は
三
六
の
島
嶼
に
限
ら
れ
、
釣
魚
島
は
そ
の
中
に
入
っ
て
い
な
い
こ
と
を
一
致
認
定
し
た
」
と
し
て
い
る
（『
北

京
週
報
』
一
九
九
六
年
三
四
号
）
と
す
る
（
孫
崎　

二
〇
一
一　

六
七
～
六
九
頁
）。

こ
れ
は
、
劉
宗
文
一
九
九
六
年
論
文
の
主
張
の
た
だ
の
受
け
売
り
で
、
孫
崎
は
こ
れ
ら
の
論
点
を
何
も
検
討
す
る
こ
と
な
し
に
鵜
呑

み
に
し
て
い
る
。

孫
崎
は
、「
中
国
は
一
貫
し
て
尖
閣
諸
島
は
台
湾
の
一
部
と
主
張
し
て
い
る
」（
孫
崎　

二
〇
一
一　

六
九
頁
）
と
す
る
。

孫
崎
に
よ
る
中
国
側
の
主
張
の
紹
介
は
、
客
観
的
な
紹
介
で
は
な
く
、
中
国
側
の
主
張
へ
の
無
条
件
的
支
持
表
明
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
で
は
、「
ア
メ
リ
カ
追
随
」
の
裏
返
し
と
し
て
の
「
中
国
追
随
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

国
標
建
設
問
題
も
、
日
本
政
府
が
一
八
九
五
年
ま
で
国
標
を
建
て
る
決
定
を
し
な
か
っ
た
の
は
、
尖
閣
諸
島
が
中
国
の
領
土
で
あ
る

と
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
。
そ
れ
く
ら
い
、『
日
本
外
交
文
書
』
を
読
め
ば
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。
外
務
省
の
役
人
が
、『
日
本

外
交
文
書
』
も
ろ
く
に
読
ん
で
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

日
本
政
府
が
一
八
七
九
年
か
ら
一
八
九
〇
年
に
か
け
て
の
時
期
に
尖
閣
諸
島
が
琉
球
に
含
ま
れ
な
い
と
す
る
合
意
な
ど
と
い
う
も
の

は
存
在
せ
ず
、
尖
閣
諸
島
が
中
国
に
所
属
す
る
と
い
う
合
意
を
意
味
す
る
も
の
も
な
い
。
す
べ
て
、
中
国
の
誤
っ
た
主
張
の
受
け
売
り

で
あ
る
。
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「
争
点
三
」
は
、「
尖
閣
諸
島
は
日
本
の
下
、
及
び
第
二
次
大
戦
後
沖
縄
の
一
部
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
か
、
台
湾
の
一
部
と
し

て
扱
わ
れ
て
い
た
か
」
で
あ
る
。

孫
崎
は
、
日
本
の
主
張
と
中
国
の
主
張
を
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
。

日
本
側
の
主
張
は
、「
平
和
条
約
第
三
条
で
ア
メ
リ
カ
の
施
政
権
下
に
置
か
れ
て
い
た
が
、
返
還
さ
れ
る
ま
で
の
間
も
尖
閣
諸

島
は
日
本
の
領
土
で
あ
っ
た
」（
日
本
外
務
省
Ｈ
Ｐ
）、
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
五
日
『
赤
旗
』
も
、「
中
国
は
一
八
九
五
年
か
ら

一
九
七
〇
年
ま
で
の
七
五
年
間
、
一
度
も
異
議
も
抗
議
も
行
わ
な
か
っ
た
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

中
国
側
の
主
張
は
、
①
東
京
裁
判
所
は
一
九
四
四
年
、「
台
湾
州
」
の
管
轄
と
し
た
、
②
ア
メ
リ
カ
国
務
省
の
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ス

キ
ー
は
、
ア
メ
リ
カ
は
沖
縄
の
施
政
権
を
返
還
す
る
が
、
施
政
権
と
主
権
は
別
物
で
、
主
権
争
い
は
当
事
国
が
解
決
す
べ
き
と

言
っ
た
、
③
一
九
五
〇
年
六
月
二
八
日
、
周
恩
来
外
交
部
長
は
「
台
湾
と
中
国
に
属
す
る
す
べ
て
の
領
土
の
回
復
」
を
主
張
し

た
、
④
中
華
民
国
政
府
外
交
部
は
一
九
七
〇
年
、
釣
魚
列
嶼し
ょ

を
琉
球
と
一
括
し
て
日
本
に
移
管
す
る
こ
と
に
反
対
し
た
、
⑤
中
華

人
民
共
和
国
外
交
部
は
一
九
七
一
年
一
二
月
三
〇
日
、
釣
魚
島
を
返
還
区
域
に
組
み
入
れ
た
沖
縄
返
還
協
定
に
反
対
し
た
、
⑥
中

国
は
一
九
七
二
年
五
月
二
〇
日
、
釣
魚
島
を
日
本
へ
の
返
還
区
域
に
入
れ
た
こ
と
を
批
判
す
る
書
簡
を
国
連
事
務
総
長
に
提
出
し

た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
二
〇
一
一　

六
九
～
七
二
頁
）。

孫
崎
は
、
以
上
の
事
例
を
あ
げ
た
上
で
、「
中
国
側
は
一
貫
し
て
尖
閣
諸
島
（
釣
魚
島
）
は
台
湾
に
属
し
て
い
る
と
の
立
場
を

と
っ
て
い
る
」、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
（
以
下
サ
条
約
）
で
は
「
日
本
は
台
湾
に
対
す
る
全
て
の
権
利
、
権
原
及
び
請
求

権
を
放
棄
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
と
し
て
、「『
中
国
は
一
八
九
五
年
か
ら
一
九
七
〇
年
ま
で
の
七
五
年
間
、
一
度
も
日
本
の
領

有
に
異
議
も
抗
議
も
お
こ
な
っ
て
い
な
い
事
実
が
あ
る
』
と
の
『
赤
旗
』
紙
の
指
摘
は
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
」（
二
〇
一
一　



― 90 ―

七
一
～
七
二
頁
）
と
す
る
。

し
か
し
、
孫
崎
が
あ
げ
た
六
点
お
よ
び
サ
条
約
の
規
定
は
、
中
国
が
尖
閣
諸
島
の
領
有
を
主
張
し
て
き
た
と
い
う
論
拠
に
は
全
然

な
っ
て
い
な
い
。

①
は
、『
中
国
』
一
九
七
一
年
二
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
月
刊
『
明
報
』
論
文
が
ネ
タ
で
、
奥
原
敏
雄
『
中
国
』
一
九
七
二
年
六
月
号

論
文
が
と
っ
く
に
批
判
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
奥
原
に
よ
れ
ば
、
㋑
尖
閣
諸
島
付
近
は
戦
前
戦
後
を
問
わ
ず
、
漁
業
権
が
設
定
さ
れ

る
よ
う
な
水
域
で
は
な
か
っ
た
、
㋺
『
明
報
』
は
「
最
高
裁
」
判
決
と
言
っ
て
い
る
が
、
当
時
は
「
大
審
院
」
で
あ
る
、
㋩
「
台
北
州

の
管
轄
」
に
つ
い
て
「
花
瓶
嶼
あ
た
り
を
魚
釣
島
か
久
場
島
と
錯
覚
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
論
評
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
判
決

の
存
在
そ
の
も
の
が
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
し
ろ
も
の
で
あ
り
、
判
決
証
拠
物
件
の
提
示
が
議
論
の
条
件
で
あ
る
。

②
は
ア
メ
リ
カ
の
二
股
（
ま
た
は
三
股
）
膏
薬
的
な
矛
盾
し
た
政
策
で
あ
り
、
尖
閣
諸
島
が
中
国
領
で
あ
る
と
い
う
証
拠
と
は
な
ら

な
い
。

③
は
、『
赤
旗
』
は
「
台
湾
と
中
国
に
属
す
る
す
べ
て
の
領
土
」
の
中
に
尖
閣
諸
島
は
入
っ
て
い
な
い
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
ま
た
サ
条
約
で
の
「
放
棄
」
対
象
に
も
尖
閣
諸
島
は
入
っ
て
い
な
い
と
主
張
し
て
い
る
だ
か
ら
、
孫
崎
は
「
入
っ
て
い
た
」
こ
と

を
論
証
し
な
け
れ
ば
、
中
国
が
「
尖
閣
諸
島
は
中
国
領
だ
と
主
張
し
て
い
た
」
と
い
う
証
拠
に
は
な
ら
な
い
。

④
⑤
⑥
は
石
油
埋
蔵
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
た
あ
と
の
、
沈
黙
の
「
七
五
年
間
」
の
あ
と
の
主
張
で
あ
り
、『
赤
旗
』
へ
の
反
論
材

料
で
は
な
い
。

外
交
官
で
あ
っ
た
人
が
、
こ
ん
な
杜ず

さ
ん撰
な
論
法
が
通
用
す
る
と
思
っ
て
い
る
と
は
、
想
像
を
絶
す
る
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
外
交
官

で
あ
っ
た
人
の
中
に
こ
ん
な
に
中
国
追
随
を
す
る
人
が
い
る
と
い
う
の
は
、
び
っ
く
り
で
あ
る
。
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次
に
孫
崎
は
、
①
一
九
七
〇
年
代
に
中
国
が
尖
閣
諸
島
問
題
を
「
棚
上
げ
」
し
た
の
は
中
国
に
と
っ
て
は
不
利
な
こ
と
で
あ
っ

た
と
し
、
二
〇
〇
〇
年
日
中
漁
業
協
定
は
問
題
を
起
こ
し
た
国
の
漁
船
に
相
手
国
が
直
接
接
触
し
な
い
と
い
う
原
則
だ
っ
た
の

に
、
二
〇
一
〇
年
九
月
、
日
本
が
中
国
漁
船
に
停
戦
命
令
を
出
し
た
の
は
合
意
違
反
と
批
判
す
る
（
孫
崎　

二
〇
一
一　

七
三
～

八
四
頁
）。

②
孫
崎
は
ま
た
、
菅
直
人
首
相
が
二
〇
一
〇
年
六
月
八
日
に
「
尖
閣
諸
島
を
め
ぐ
り
解
決
す
べ
き
領
有
権
の
問
題
は
そ
も
そ
も

存
在
し
な
い
」
と
の
答
弁
書
に
署
名
し
た
こ
と
は
間
違
い
と
批
判
す
る
。

そ
の
理
由
は
、（
イ
）
中
国
が
尖
閣
諸
島
を
自
国
領
と
見
な
し
て
い
る
、（
ロ
）
ア
メ
リ
カ
は
主
権
問
題
で
日
中
い
ず
れ
の
側
も

支
持
し
な
い
と
し
て
い
る
、（
ハ
）
ア
メ
リ
カ
中
央
情
報
局
（
Ｃ
Ｉ
Ａ
）、
ア
メ
リ
カ
国
防
省
（
ペ
ン
タ
ゴ
ン
）、
イ
ギ
リ
ス
放
送
協

会
（
Ｂ
Ｂ
Ｃ
）
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
な
ど
が
尖
閣
諸
島
は
「
主
権
を
め
ぐ
り
係
争
中
」
と
し
て
い
る
と
い
う
点
を
あ
げ
て
お
り
、「
領

有
権
の
問
題
は
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
」
と
す
る
の
は
「
無
理
」
と
結
論
す
る
（
孫
崎　

二
〇
一
一　

八
七
～
九
〇
頁
）。

①
漁
業
協
定
の
問
題
は
、
筆
者
は
確
か
め
て
い
な
い
が
、「
問
題
を
起
こ
し
た
国
の
漁
船
に
相
手
国
が
直
接
接
触
し
な
い
と
い
う
原

則
」
は
領
海
外
で
適
用
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
漁
業
協
定
は
、
領
海
に
侵
入
し
た
中
国
漁
船
が
し
か
も
海
上
保
安
庁
船
に
体
当
た
り

す
る
と
い
う
不
法
行
為
を
し
た
の
に
対
し
て
海
上
保
安
庁
が
逮
捕
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
は
、
な
い

だ
ろ
う
。

②
（
イ
）「
中
国
が
尖
閣
諸
島
を
自
国
領
と
見
な
し
て
い
る
」
か
ら
、
日
本
政
府
が
「
領
有
権
の
問
題
は
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
」

と
い
う
の
は
間
違
っ
て
い
る
な
ど
と
言
う
の
は
、
ま
と
も
な
理
屈
と
は
思
わ
れ
な
い
。
日
本
は
、
中
国
の
属
国
で
は
な
い
。

（
ロ
）
ア
メ
リ
カ
は
主
権
問
題
で
日
中
い
ず
れ
の
側
も
支
持
し
な
い
と
し
て
い
る
と
い
う
点
は
、「
第
三
者
」
と
し
て
の
立
場
の
表
明
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で
あ
り
、
日
本
の
領
有
権
主
張
に
反
対
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
中
国
の
主
張
を
支
持
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

（
ハ
）
ア
メ
リ
カ
な
ど
が
「
主
権
を
め
ぐ
り
係
争
中
」
と
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
同
じ
く
「
第
三
者
」
の
立
場
の
表
明
に
過
ぎ

ず
、
日
本
の
領
有
権
主
張
の
当
否
に
影
響
す
る
も
の
で
は
な
い
。

二
国
が
そ
れ
ぞ
れ
領
有
権
を
主
張
す
る
地
域
に
つ
い
て
第
三
者
、
第
三
国
が
「
主
権
を
め
ぐ
り
係
争
中
」
と
見
る
の
は
無
理
も
な
い

が
、
実
効
支
配
を
行
な
っ
て
い
る
国
が
「
領
土
問
題
は
存
在
し
な
い
」
と
主
張
す
る
の
は
通
常
の
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
韓
国
は
竹

島
に
つ
い
て
「
領
土
問
題
は
存
在
し
な
い
」
と
主
張
し
て
い
る
し
、
中
華
人
民
共
和
国
も
南
シ
ナ
海
の
中
国
名
「
黄
岩
島
」
に
つ
い
て

「
領
土
問
題
は
存
在
し
な
い
」
と
主
張
し
て
い
る
。

孫
崎
は
ま
た
、
領
海
侵
犯
し
た
中
国
人
船
長
を
「
国
内
法
に
よ
っ
て
粛
々
と
行
な
う
」
と
し
た
こ
と
は
間
違
い
で
、「
棚
上
げ
」

廃
止
は
「
中
国
軍
部
が
望
ん
で
い
る
こ
と
」
と
批
判
し
、
中
国
に
も
軍
事
力
を
使
っ
て
尖
閣
諸
島
を
奪
取
し
よ
う
と
し
て
い
る
グ

ル
ー
プ
と
紛
争
を
避
け
た
い
グ
ル
ー
プ
が
い
る
の
で
後
者
と
連
係
す
る
こ
と
が
重
要
と
述
べ
て
い
る
（
孫
崎　

二
〇
一
一　

八
七
～

九
四
頁
）。

領
海
侵
犯
し
た
中
国
人
船
長
を
「
国
内
法
」
に
よ
っ
て
処
罰
す
る
の
は
主
権
国
家
と
し
て
当
然
の
行
為
で
は
な
い
の
か
。

尖
閣
諸
島
「
棚
上
げ
」
廃
止
は
、「
中
国
軍
部
が
望
ん
で
」
い
よ
う
と
い
ま
い
と
、
中
国
が
す
で
に
一
九
九
二
年
の
「
領
海
法
」
で

釣
魚
島
は
中
国
領
と
規
定
し
た
と
き
に
「
棚
上
げ
」
論
は
廃
止
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

中
国
内
の
紛
争
を
避
け
た
い
グ
ル
ー
プ
と
連
係
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
中
国
が
と
っ
て
い
る
領
海
侵
犯
・
領
空
侵
犯
な
ど
の
冒

険
主
義
政
策
を
転
換
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
大
変
結
構
な
こ
と
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
ど
ん
な
展
望
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
実

行
を
期
待
し
た
い
が
、
孫
崎
の
主
張
か
ら
二
〇
一
三
年
七
月
現
在
に
至
る
ま
で
中
国
は
冒
険
主
義
的
を
や
め
る
気
配
は
ま
っ
た
く
な
い
。
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同
じ
元
外
交
官
で
も
、
東
郷
和
彦
（
保
坂
正
康
・
東
郷
和
彦
『
日
本
の
領
土
問
題
―
北
方
四
島
・
竹
島
・
尖
閣
』
角
川
書
店　

二
〇
一
二
年
二

月
）
は
孫
崎
と
は
か
な
り
異
な
る
ス
タ
ン
ス
を
取
っ
て
い
る
。

四
―
二
、『
検
証　

尖
閣
問
題
』

孫
崎　

二
〇
一
二
は
、「
Ⅰ
．
尖
閣
問
題
に
ど
う
対
処
す
る
か
」、「
Ⅱ
．
日
中
両
国
の
主
張
を
検
討
す
る
（
小こ

寺て
ら

彰
論
文
、
天あ
ま

児こ

慧
論

文
、
小
寺
・
天
児
・
孫
崎
に
よ
る
座
談
会
）」、「
Ⅲ
．
座
談
会　

外
交
力
が
試
さ
れ
て
い
る
（
石
川
好
・
宋
文
洲
・
孫
崎
）」、「
Ⅳ
．
座
談
会　

国
境
問
題
を
解
決
す
る
道
は
ど
こ
に
あ
る
か
（
岩
下
明
裕
・
羽
場
久
美
子
・
孫
崎
）」
と
な
っ
て
い
る
。
孫
崎
以
外
に
つ
い
て
は
、「
中
国
」

エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
と
い
う
呼
称
は
と
り
あ
え
ず
は
ず
し
て
お
こ
う
。

Ⅰ
．
は
三
節
に
分
か
れ
て
い
る
。

「
一
、『
尖
閣
諸
島
は
日
本
の
領
土
で
何
ら
問
題
な
い
』
と
い
う
日
本
側
の
考
え
方
は
国
際
的
に
通
用
す
る
か
」（
孫
崎　

二
〇
一
二　

二
頁
）
で
あ
る
。

①
ま
ず
、「
軍
事
面
に
発
展
し
た
時
、
中
国
政
府
は
断
固
と
し
た
態
度
を
と
る
」（
孫
崎　

二
〇
一
二　

四
頁
）
と
言
う
。

日
本
政
府
は
「
軍
事
面
に
発
展
し
た
時
、
日
本
政
府
は
断
固
と
し
た
態
度
を
と
る
」
な
ど
と
は
言
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
誰
で
も

知
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
不
思
議
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
軍
事
威
嚇
を
し
て
い
る
の
は
中
国
で
あ
っ
て
日
本
で
は
な
い
の
に
、
孫
崎
は
中

国
の
威
嚇
的
言
動
を
全
然
批
判
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。

②
に
「『
尖
閣
不
況
』
が
起
こ
る
可
能
性
が
あ
る
」（
孫
崎　

二
〇
一
二　

七
頁
）
と
言
う
。

だ
か
ら
と
言
っ
て
、
問
題
は
中
国
の
不
当
な
要
求
に
屈
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
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③
孫
崎
は
、「
相
手
の
主
張
を
十
分
理
解
」
す
る
こ
と
が
必
要
（
孫
崎　

二
〇
一
二　

一
一
頁
）
と
言
う
。

そ
れ
は
い
い
と
し
て
、
し
か
し
ま
た
し
て
も
不
思
議
な
こ
と
に
孫
崎
は
日
本
が
中
国
の
主
張
を
「
理
解
」
す
る
こ
と
だ
け
を
要
求

し
、
中
国
に
日
本
の
主
張
を
理
解
す
る
よ
う
求
め
な
い
こ
と
で
あ
る
。

④
尖
閣
諸
島
を
「
日
本
固
有
の
領
土
」
と
見
る
か
、「
係
争
地
」
と
見
る
か
が
問
題
で
、「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
」
で
は
「
日
本
国
の

主
権
は
本
州
・
北
海
道
・
九
州
・
四
国
な
ら
び
に
わ
れ
ら
の
決
定
す
る
諸
小
島
に
局
限
」
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
尖
閣
諸
島
を

「
日
本
の
も
の
」
と
主
張
す
る
の
は
、「
通
用
し
な
い
」（
孫
崎　

二
〇
一
二　

一
二
～
一
四
頁
）
と
言
う
。

し
か
し
、「
わ
れ
ら
」（
連
合
国
）
は
尖
閣
諸
島
に
は
日
本
の
主
権
は
及
ば
な
い
と
は
「
決
定
」
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

孫
崎
は
、「
カ
イ
ロ
宣
言
」
は
「
満
州
・
台
湾
お
よ
び
澎
湖
島
の
ご
と
き
日
本
国
が
清
国
人
よ
り
盗
取
し
た
る
一
切
の
地
域
を

中
華
民
国
に
返
還
す
る
こ
と
」
と
し
て
お
り
、
中
国
は
「
中
国
が
最
初
に
釣
魚
島
を
発
見
し
中
国
の
版
図
に
入
れ
た
」
云
々
と

言
っ
て
お
り
、
中
国
側
は
尖
閣
諸
島
を
日
本
が
「
盗
取
し
た
る
一
切
の
地
域
」
に
入
る
と
見
な
す
可
能
性
が
高
い
（
孫
崎　

二
〇
一
二　

一
四
～
一
五
頁
）
と
論
ず
る
。

そ
れ
は
、
中
国
の
一
方
的
な
主
張
な
の
で
あ
り
、
中
国
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
根
拠
を
中
国
側
は
提
出
で
き
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

孫
崎
は
、
尖
閣
諸
島
＝
日
本
領
を
主
張
す
る
ひ
と
は
「
ほ
と
ん
ど
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
、
カ
イ
ロ
宣
言
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
条
約

に
言
及
し
て
い
な
い
」（
孫
崎　

二
〇
一
二　

一
六
頁
）
と
称
す
る
。

そ
ん
な
こ
と
は
、
な
い
の
で
は
な
い
か
。
孫
崎
自
身
が
所
属
し
て
い
た
日
本
外
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
、
ち
ゃ
ん
と
言
及
し
て

い
る
し
、
冊
封
使
録
に
限
定
し
て
い
る
原
田
禹
雄
を
除
い
て
日
本
の
論
者
の
ほ
と
ん
ど
全
員
が
言
及
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
そ
れ
な

の
に
、「
カ
イ
ロ
宣
言
」、「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
」
に
関
す
る
「
言
及
が
な
い
」
と
い
う
こ
の
論
点
は
、
孫
崎　

二
〇
一
二
の
一
二
～
一
四
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頁
で
も
二
九
～
三
〇
頁
で
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

孫
崎
は
さ
ら
に
、
サ
条
約
は
「
日
本
国
は
、
台
湾
お
よ
び
澎
湖
諸
島
に
対
す
る
す
べ
て
の
権
利
、
権
原
お
よ
び
請
求
権
を
放
棄

す
る
」
と
し
て
い
る
（
孫
崎　

二
〇
一
二　

一
六
頁
）
と
す
る
。

し
か
し
、
サ
条
約
は
尖
閣
諸
島
が
「
台
湾
お
よ
び
澎
湖
諸
島
」
に
所
属
す
る
と
は
規
定
し
て
い
な
い
。

孫
崎
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
が
「
そ
の
他
の
島
々
は
連
合
国
が
決
め
る
」
と
し
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
は
尖
閣
諸
島
の
主
権
に
中
立

を
決
め
こ
ん
で
お
り
、「
日
中
の
間
に
楔く
さ
びを
打
ち
こ
む
意
図
」
が
あ
る
（
孫
崎　

二
〇
一
二　

一
六
頁
）
と
言
う
。

し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
連
合
国
は
尖
閣
諸
島
に
は
日
本
の
主
権
は
及
ば
な
い
と
は
「
決
定
」
し
て
お
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
は

尖
閣
諸
島
を
含
む
沖
縄
諸
島
の
施
政
権
を
日
本
か
ら
取
得
し
た
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
尖
閣
諸
島
主
権
問
題
に
つ
い
て
の
「
中
立
」

表
明
は
、
一
九
七
〇
年
九
月
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
打
算
が
何
で
あ
ろ
う
と
、「
尖
閣
諸
島
＝
日
本
領
」
と
い
う
日

本
の
主
張
に
は
影
響
は
な
い
。

⑤
孫
崎
は
、
劉
文
宗
論
文
ほ
か
に
よ
っ
て
中
国
側
の
主
張
を
次
の
よ
う
に
ト
レ
ー
ス
し
、
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み
に
す
る
。

（
イ
）
中
国
は
琉
球
か
ら
尖
閣
諸
島
に
行
く
の
は
不
可
能
だ
と
言
っ
て
い
る
（
孫
崎　

二
〇
一
二　

二
七
頁
）
と
す
る
。

こ
れ
は
劉
文
宗
論
文
が
井
上
清
の
論
を
受
け
売
り
し
た
も
の
（
そ
の
元
は
楊
仲
揆
論
文
）
で
、
事
実
に
反
す
る
。
孫
崎
は
、
い
い
加
減

な
こ
と
を
書
く
前
に
奥
原
敏
雄
・
尾
崎
重
義
・
緑
間
栄
・
芹
田
健
太
郎
・
原
田
禹の

ぶ

雄お

な
ど
を
読
む
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

（
ロ
）
陳
侃
・『
日
本
一
鑑
』・「
汪
楎マ
マ

」
等
の
記
述
、
等
に
言
及
し
、「
以
上
の
事
実
は
」「
一
五
世
紀
か
ら
す
で
に
中
国
の
版
図

に
入
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
と
劉
文
宗
論
文
が
言
っ
て
い
る
（
孫
崎　

二
〇
一
二　

二
八
頁
）
と
す
る
。

こ
れ
も
拙
稿
「
二
〇
世
紀
『
中
国
』
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
井
上
清
批
判
」
で
論
破
ず
み
で
あ
る
。
な
お
、「
汪
楎
」
は
誤
字
で
、
正
し
く
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は
「
汪
楫し
ゅ
う」
で
あ
る
。
孫
崎
は
、
劉
文
宗
論
文
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
正
し
い
か
ど
う
か
確
か
め
よ
う
と
も
せ
ず
、
鵜
呑
み
に
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

（
ハ
）
胡
宗
憲
『
籌
海
図
編
』
が
あ
る
（
孫
崎　

二
〇
一
二　

二
七
頁
）、
と
言
う
。

『
籌
海
図
編
』
は
、
尖
閣
諸
島
が
中
国
領
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
拠
な
ど
で
は
な
く
、
航
海
の
目
印
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に

つ
い
て
は
、
奥
原
敏
雄
・
原
田
禹
雄
な
ど
を
見
よ
。

（
ニ
）
西
太
后
詔
書
が
あ
る
（
孫
崎　

二
〇
一
二　

二
七
頁
）
と
言
う
。

「
西
太
后
詔
書
」
問
題
の
ネ
タ
は
、
楊
仲
揆
『
祖
国
』
一
九
七
二
年
二
月
号
論
文
で
あ
る
が
、
緑
間
栄
は
、
①
清
朝
が
尖
閣
諸
島
を

領
有
し
て
い
る
と
い
う
意
思
を
持
っ
て
い
た
の
な
ら
、
こ
の
「
詔
書
」
が
告
示
さ
れ
た
の
は
「
一
八
九
三
年
」
で
あ
る
か
ら
、

一
八
九
五
年
の
日
本
に
よ
る
領
有
に
は
抗
議
す
る
機
会
は
あ
っ
た
、
②
こ
の
「
詔
書
」
の
実
物
を
見
た
日
本
人
は
い
な
い
（『
尖
閣
列

島
』　

ひ
る
ぎ
社　

一
九
八
四
年
三
月
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
本
物
だ
と
言
う
な
ら
、
少
な
く
と
も
実
物
を
提
示
す
べ
き
で
あ
る
。
孫
崎

は
、
実
物
を
確
認
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

虞
正
華
『
歴
史
月
刊
』
一
九
九
七
年
一
一
月
号
論
文
は
、
①
こ
の
詔
書
に
は
「
欽
此
」
と
い
う
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
皇
帝
・

皇
后
が
み
ず
か
ら
上
諭
を
書
く
と
き
、
こ
の
二
字
は
あ
り
え
な
い
、
②
こ
の
上
諭
に
あ
る
「
慈
諭
」
は
か
な
ら
ず
改
行
さ
れ
る
の
に
さ

れ
て
い
な
い
、
③
「
慈
禧
太
后
之
宝
」
と
い
う
印
が
押
さ
れ
て
い
る
が
、
正
し
く
は
満
漢
文
が
並
列
さ
れ
る
の
に
漢
文
し
か
な
い
、
④

盛
宣
懐
の
官
職
は
「
太
常
寺
少
卿
」
な
の
に
「
太
常
寺
正
卿
」
と
な
っ
て
い
る
、
⑤
清
朝
に
は
土
地
を
与
え
る
規
定
は
な
い
、
と
指
摘

し
て
い
る
。

こ
の
「
詔
書
」
は
、
ず
っ
と
前
か
ら
偽
書
と
疑
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
国
は
、
偽
造
品
天
国
で
あ
る
。
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（
ホ
）
尖
閣
諸
島
＝
中
国
領
有
論
の
根
拠
資
料
は
陳
侃か
ん

・
郭
汝
霖り
ん

・
向
象
賢
・
程
順
則
・『
三
国
通
覧
図
説
』
で
あ
る
（
孫
崎　

二
〇
一
二　

二
七
頁
）
と
言
う
。

こ
こ
に
あ
げ
た
史
料
に
つ
い
て
は
、
奥
原
敏
雄
・
尾
崎
重
義
・
緑
間
栄
・
芹
田
健
太
郎
・
原
田
禹
雄
な
ど
を
見
よ
。
こ
れ
ら
が
「
尖

閣
諸
島
＝
中
国
領
」
論
の
根
拠
と
な
ら
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
論
破
し
つ
く
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
明
朝
で
も
清
朝
で
も
尖
閣
諸
島

を
領
有
し
て
い
た
と
い
う
証
拠
は
、
一
切
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

孫
崎
は
、
こ
れ
ら
の
論
述
史
を
ま
っ
た
く
見
て
い
な
い
の
だ
。
い
く
ら
な
ん
で
も
ひ
ど
す
ぎ
な
い
か
。
こ
ん
な
人
が
日
本
外
交
の
情

報
を
担
当
し
て
い
る
の
で
は
、
日
本
は
確
実
に
滅
び
る
。
と
こ
ろ
が
、
週
刊
誌
『
ア
エ
ラ
』
の
広
告
に
よ
れ
ば
、
こ
の
方
は
「
憂
国
の

士
」
な
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
言
い
た
く
は
な
い
が
、
そ
れ
っ
て
ブ
ラ
ッ
ク
ユ
ー
モ
ア
で
は
な
い
か
。

⑥
孫
崎
は
、
明
治
政
府
が
陳
侃か
ん

・
郭
汝
霖り
ん

・
向
象
賢
・
程
順
則
・『
三
国
通
覧
図
説
』
な
ど
の
文
献
を
、『
沖
縄
当
局
を
通
じ
る

等
の
方
法
に
よ
る
現
地
調
査
』
で
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
」（
孫
崎　

二
〇
一
二　

二
七
頁
）
と
言
う
。

や
や
文
意
不
明
だ
が
、
明
治
政
府
は
こ
れ
ら
の
文
献
を
調
べ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
と
言
い
た
い
の
だ
ろ
う
。
当
時
の
明
治
政
府
が
ど

れ
だ
け
調
べ
た
か
の
記
録
が
残
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
わ
た
し
は
知
ら
な
い
。
孫
崎
自
身
が
こ
れ
ら
の
文
献
を
調
べ
て
い
な
い
こ
と

は
彼
の
文
章
か
ら
明
ら
か
だ
が
、
①
当
時
の
明
治
政
府
は
内
務
卿
山や
ま

県が
た

有あ
り

朋と
も

よ
り
外
務
卿
井
上
馨か
お
るあ
て
明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
年
）

一
〇
月
九
日
付
け
文
書
の
付
属
書
で
あ
る
内
務
卿
よ
り
太だ

政じ
ょ
う

官か
ん

あ
て
上
申
案
に
『
中
山
伝
信
録
』
を
あ
げ
て
い
る
経
緯
か
ら
も
、
す

べ
て
で
は
な
い
に
し
て
も
明
清
・
琉
球
・
日
本
史
料
に
つ
い
て
そ
れ
な
り
に
知
っ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
全
然
知

ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
②
全
部
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
尖
閣
諸
島
＝
「
無
主
地
」
と
い
う
判
断
に
変
化
が
あ
り
え
た

わ
け
で
も
な
い
。
孫
崎
の
こ
の
指
摘
は
、
無
意
味
な
の
で
あ
る
。
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⑦
孫
崎
は
、
日
本
共
産
党
が
尖
閣
諸
島
を
め
ぐ
っ
て
中
国
側
が
「
七
五
年
間
、
一
度
も
日
本
の
領
有
に
対
し
て
異
議
も
抗
議
も

お
こ
な
っ
て
い
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
を
、「
多
分
中
国
の
歴
史
を
無
視
し
て
い
る
」（
孫
崎　

二
〇
一
二　

三
一
頁
）
と
批

判
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

（
イ
）
中
国
は
一
八
四
〇
年
以
来
の
ア
ヘ
ン
戦
争
で
「
尖
閣
諸
島
う
ん
ぬ
ん
を
発
言
出
来
る
時
代
で
は
な
い
。」（
孫
崎　

二
〇
一
二　

三
一
頁
）

こ
れ
は
、
悪
女
の
深
情
け
と
は
言
わ
な
い
が
、
中
国
も
そ
ん
な
こ
と
は
一
言
も
主
張
し
て
い
な
い
。
腐
っ
て
も
鯛た
い

だ
。
一
九
世
紀
後

半
の
清
朝
は
、
落
ち
目
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
ま
だ
ま
だ
東
ア
ジ
ア
の
堂
々
た
る
大
国
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、
井
上
清
は
明
治
政
府
が
清

国
を
恐
れ
て
国
標
建
設
を
躊
躇
し
て
い
た
の
だ
と
言
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
孫
崎
は
、
歴
史
理
解
を
見
直
し
て
み
る
い
い
機
会
だ
ろ
う
。

ひ
と
つ
だ
け
例
を
あ
げ
て
お
け
ば
、「
明
治
一
九
年
（
光
緒
一
二
年
、
一
八
八
六
年
）
長
崎
事
件
」
が
あ
る
。
孫
崎
が
よ
く
知
っ
て
い

る
は
ず
の
『
日
本
外
交
文
書
』
に
よ
れ
ば
、
同
年
八
月
一
三
日
、
長
崎
に
停
泊
し
て
い
た
清
国
軍
艦
四
隻
か
ら
上
陸
し
た
清
国
水
兵

二
〇
〇
名
が
長
崎
人
民
に
暴
行
を
加
え
た
た
め
、
日
本
警
察
の
巡
査
が
取
締
り
に
あ
た
っ
た
と
こ
ろ
、
水
兵
は
巡
査
に
刀
で
切
り
つ

け
、
双
方
各
一
名
が
負
傷
し
た
。
同
月
一
五
日
夜
八
時
、
上
陸
し
た
清
国
水
兵
六
〇
〇
余
名
が
日
本
人
民
衆
一
〇
〇
〇
余
名
と
衝
突
し

た
。
水
兵
は
巡
行
す
る
巡
査
の
棒
を
取
ろ
う
と
し
、
日
本
の
巡
査
一
名
を
殺
害
し
た
。
清
国
水
兵
側
も
、
日
本
側
の
認
識
で
は
士
官
一

名
死
亡
、
一
五
～
一
六
名
負
傷
、
清
国
側
の
主
張
で
は
死
者
五
名
、
重
傷
六
名
、
軽
傷
三
〇
名
、
行
方
不
明
九
名
と
い
う
乱
闘
と
な
っ

た
（『
日
本
外
交
文
書
』
第
二
〇
巻
五
六
五
～
五
九
七
頁
）。

わ
た
し
は
、
こ
の
件
に
つ
い
て
特
に
調
べ
た
こ
と
は
な
い
の
で
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
当
時
の
清
国
水
兵
た
ち
に
し
て
も
、
日
本

の
長
崎
で
少
な
く
と
も
こ
の
ぐ
ら
い
の
騒
ぎ
を
起
こ
す
元
気
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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（
ロ
）
一
九
四
三
年
、「
満
州
、
台
湾
お
よ
び
澎
湖
島
の
ご
と
き
日
本
が
清
国
人
よ
り
盗
取
し
た
る
一
切
の
地
域
を
中
華
民
国
に

返
還
す
る
」
と
し
た
カ
イ
ロ
宣
言
が
出
さ
れ
、
蔣
介
石
も
参
加
し
て
い
た
。
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
は
「
カ
イ
ロ
宣
言
の
条
項
は
履
行
せ

ら
る
べ
く
」（
孫
崎　

二
〇
一
二　

三
一
頁
）
と
し
て
い
る
。

カ
イ
ロ
宣
言
の
言
う
「
満
州
、
台
湾
お
よ
び
澎
湖
島
の
ご
と
き
日
本
が
清
国
人
よ
り
盗
取
し
た
る
一
切
の
地
域
」
の
中
に
尖
閣
諸
島

は
入
っ
て
い
な
い
。
入
っ
て
い
る
と
言
う
た
め
に
は
、
日
本
が
「
盗
取
」
し
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
は

尖
閣
諸
島
が
「
清
国
人
」
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
証
拠
は
提
出
で
き
て
い
な
い
の
で
あ
る
か

ら
、「
盗
取
」
し
た
と
の
主
張
は
破は

綻た
ん

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
ハ
）
周
恩
来
外
務
大
臣
は
一
九
五
一
年
八
月
一
五
日
、
対
日
講
和
問
題
に
つ
い
て
「
カ
イ
ロ
宣
言
、
ヤ
ル
タ
協
定
、
ポ
ツ
ダ

ム
宣
言
を
基
礎
と
す
べ
し
」
と
発
言
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
中
国
は
「
七
五
年
間
、
一
度
も
日
本
の
領
有
に
対
し
て
〔
異
議
も
講

義
も
〕
お
こ
な
っ
て
い
な
い
」（
孫
崎　

二
〇
一
二　

三
二
頁
）
と
い
う
判
断
は
正
当
で
は
な
い
。

一
九
五
一
年
周
恩
来
発
言
は
、
尖
閣
諸
島
が
中
国
の
も
の
だ
と
は
一
言
も
言
っ
て
い
な
い
。

以
上
、
中
国
は
「
七
五
年
間
、
一
度
も
日
本
の
領
有
に
対
し
て
異
議
も
抗
議
も
お
こ
な
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
日
本
共
産
党
、
日
本

外
務
省
な
ど
（
だ
け
に
限
ら
な
い
が
）
の
指
摘
は
正
し
い
の
で
あ
る
。

孫
崎
は
こ
の
ほ
か
、
玄げ

ん

葉ば

光
一
郎
外
相
が
二
〇
一
二
年
一
〇
月
、
仏
英
独
を
訪
問
し
、
尖
閣
諸
島
問
題
で
の
協
力
を
求
め
た

が
、
不
調
に
終
わ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、「
日
本
の
主
張
が
国
際
的
支
持
を
受
け
て
い
な
い
」（
孫
崎　

二
〇
一
二　

三
二
～
三
三
頁
）

と
す
る
。

こ
れ
は
、
中
国
の
積
極
的
対
外
宣
伝
活
動
に
く
ら
べ
て
、
日
本
の
訴
え
が
弱
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
ず
、
ど
ち
ら
の
主
張
に
正
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当
性
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
と
は
無
関
係
で
あ
る
。

⑧
、
孫
崎
は
日
本
外
務
省
な
ど
の
「
先
占
の
法
理
」
論
を
批
判
す
る
。

日
本
外
務
省
、
日
本
共
産
党
、
奥
原
敏
雄
ら
尖
閣
研
究
会
グ
ル
ー
プ
ほ
か
日
本
の
法
学
者
は
、「
先
占
の
法
理
」
論
を
支
持
し
て
い

る
。

孫
崎
は
、「
先
占
の
法
理
」
を
主
た
る
論
点
と
す
る
判
決
は
見
た
こ
と
が
な
く
、
尖
閣
諸
島
で
は
「『
先
占
の
法
理
』
が
ポ
ツ
ダ

ム
宣
言
や
カ
イ
ロ
宣
言
よ
り
も
重
視
さ
れ
る
可
能
性
は
な
い
」（
孫
崎　

二
〇
一
二　

三
五
～
三
六
頁
）
と
断
言
す
る
。

そ
う
で
す
か
ね
え
、
と
言
う
ほ
か
は
な
い
。
し
か
し
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
や
カ
イ
ロ
宣
言
が
尖
閣
列
島
領
有
問
題
の
判
断
基
準
に
な
る

な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
孫
崎
は
「
尖
閣
諸
島
と
い
う
海
洋
交
通
の
要
衝
で
、
相
当
の
規
模
の
島
が
〝
無
主
物
〟
で
あ
る
こ
と
は
あ
り
え
な

い
」（
孫
崎　

二
〇
一
二　

三
六
頁
）
と
断
言
す
る
。

こ
れ
ま
た
、
歴
史
を
知
ら
な
い
に
も
ほ
ど
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
前
近
代
世
界
で
は
「
無
主
の
地
」
は
た
く
さ
ん
あ
っ
た

の
だ
。孫

崎
は
、
重
ね
て
「
尖
閣
諸
島
に
お
い
て
何
よ
り
も
重
視
さ
れ
る
の
は
協
定
や
合
意
事
項
で
あ
り
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ

ず
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
と
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
条
約
と
な
る
」（
孫
崎　

二
〇
一
二　

三
七
頁
）
と
言
う
。

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
、
サ
条
約
が
問
題
と
な
る
の
は
、
東
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
の
戦
後
処
理
で
あ
る
が
、
戦
後
処
理
で
決
定
的
な
合
意
と

は
サ
条
約
で
あ
る
と
日
本
外
務
省
は
言
っ
て
お
り
（
日
本
外
務
省
Ｈ
Ｐ
）、
サ
条
約
に
は
尖
閣
諸
島
は
中
国
に
帰
属
す
る
と
い
う
規
定
が

な
い
こ
と
は
こ
れ
ま
で
に
も
見
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
中
国
自
身
、「
中
国
は
サ
条
約
に
縛
ら
れ
な
い
」
と
主
張
し
て
い
る
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の
だ
が
。

⑨
次
に
孫
崎
は
、
日
本
の
高
校
の
歴
史
教
科
書
に
お
け
る
尖
閣
諸
島
問
題
を
扱
い
方
に
つ
い
て
、
山
川
出
版
社
『
詳
説　

日
本

史
』
が
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
第
八
項
を
記
載
し
て
い
な
い
、
カ
イ
ロ
宣
言
中
の
「
清
国
人
よ
り
盗
取
し
た
る
一
切
の
地
域
」
が
落
ち

て
い
る
、
サ
条
約
は
第
二
条
が
落
ち
て
い
る
（
孫
崎　

二
〇
一
二　

四
〇
～
四
一
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

東
京
書
籍
『
日
本
史
Ｂ
』
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
第
八
項
は
記
載
し
て
い
る
が
、
カ
イ
ロ
宣
言
は
「
日
清
戦
争
以
降
に
日
本
が
中

国
か
ら
獲
得
し
た
領
域
」
と
記
載
し
て
お
り
、
サ
条
約
は
第
二
条
が
落
ち
て
お
り
、
第
三
条
は
記
載
し
て
お
り
、「
極
め
て
恣
意

的
な
選
択
」（
孫
崎　

二
〇
一
二　

四
一
頁
）
と
批
判
し
て
い
る
。

（
孫
崎
は
さ
ら
に
、
中
学
校
の
教
科
書
か
ら
も
拾
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。）

こ
れ
は
、
こ
の
さ
い
見
て
お
け
ば
い
い
だ
ろ
う
。

「
二　

尖
閣
問
題
は
軍
事
的
に
解
決
が
可
能
か
」

第
二
節
の
論
旨
は
、
①
中
国
軍
は
、
戦
争
を
準
備
し
て
い
る
、
②
日
本
の
自
衛
隊
は
中
国
軍
に
勝
て
な
い
、
③
米
軍
は
参
戦
し
な

い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

①
孫
崎
は
「
こ
ち
ら
が
軍
備
を
増
せ
ば
、
相
手
国
は
当
然
増
す
」（
孫
崎　

二
〇
一
二　

四
五
頁
）
と
言
う
。

中
国
軍
の
発
言
に
つ
い
て
は
、
孫
崎
は
中
国
の
軍
備
増
強
が
東
ア
ジ
ア
の
軍
事
バ
ラ
ン
ス
を
く
ず
し
、
日
本
の
対
策
は
そ
れ
に
対
応

す
る
施
策
で
あ
る
と
は
考
え
な
い
の
だ
。

②
孫
崎
は
、
日
中
軍
事
紛
争
が
起
こ
っ
た
と
き
、「
日
本
に
勝
ち
目
は
全
く
な
い
」（
孫
崎　

二
〇
一
二　

五
一
頁
）
と
断
言
す
る
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
裏
返
し
で
中
国
の
言
う
こ
と
を
き
け
と
い
う
の
は
、
帝
国
主
義
へ
の
屈
服
の
論
理
で
あ
る
。
卑
屈
す
ぎ
る
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「
中
国
追
随
」
の
説
得
で
あ
る
。

③
孫
崎
は
、
日
中
軍
事
紛
争
が
起
こ
っ
た
と
き
、
米
軍
は
参
戦
し
な
い
（
孫
崎　

二
〇
一
二　

五
一
～
六
一
頁
）
と
断
言
す
る
。

常
識
的
に
は
、
米
軍
は
尖
閣
戦
争
が
起
こ
れ
ば
出
動
す
る
だ
ろ
う
と
見
ら
れ
る
が
、
し
な
い
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
も
し
そ
う
い
う
事
態
が
生
じ
れ
ば
、
日
本
が
日
米
安
保
を
維
持
す
る
理
由
は
消
滅
し
、
安
保
廃
棄
に
進
む
だ
ろ
う
し
、

世
界
各
国
で
ア
メ
リ
カ
と
軍
事
同
盟
を
結
ん
で
い
る
国
々
の
対
米
信
頼
関
係
が
大
き
く
損
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
上
院

は
、
二
〇
一
三
年
七
月
下
旬
に
民
主
党
・
共
和
党
を
含
め
て
全
員
一
致
で
東
シ
ナ
海
に
お
け
る
中
国
の
軍
事
行
動
に
つ
い
て
警
告
す
る

決
議
を
行
な
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
り
、
孫
崎
の
寝
ぼ
け
眼ま
な
こと
は
違
い
、
中
国
軍
の
冒
険
主
義
的
行
動
の
危
険
性
を
正
確
に
認
識
し
て
い

る
の
だ
と
見
ら
れ
る
。

孫
崎
は
、
中
国
が
尖
閣
諸
島
に
攻
め
こ
み
日
本
自
衛
隊
が
守
り
切
れ
な
け
れ
ば
、「
管
轄
地
は
中
国
に
渡
る
。
そ
の
時
に
は
も

う
安
保
条
約
の
対
象
で
は
な
く
な
る
」（
孫
崎　

二
〇
一
二　

五
三
～
五
四
頁
）
と
言
う
。

あ
ま
り
に
も
幼
稚
で
馬
鹿
げ
た
話
で
あ
る
。
尖
閣
諸
島
が
中
国
軍
に
占
領
さ
れ
た
ら
、
直
ち
に
「
安
保
条
約
の
対
象
で
は
な
く
な

る
」
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
は
、
あ
ろ
う
は
ず
も
な
い
。
中
国
軍
が
長
期
安
定
的
に
尖
閣
諸
島
を
支
配
し
、
日
本
が
そ
れ
を
座
視
し

続
け
る
な
ら
ば
、「
安
保
条
約
の
対
象
で
は
な
く
な
る
」
可
能
性
は
あ
る
が
、
一
時
的
な
攻
防
で
尖
閣
諸
島
が
中
国
軍
に
占
領
さ
れ
れ

ば
、
当
然
、
奪
還
作
戦
が
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
が
直
ち
に
尖
閣
諸
島
は
中
国
領
と
認
定
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ

り
う
る
は
ず
が
な
い
で
は
な
い
か
。

孫
崎
の
言
い
た
い
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
に
利
用
さ
れ
る
な
と
い
う
こ
と
だ
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
何
で
も
中
国
の
主
張
を
受
け
入
れ

よ
と
い
う
の
で
は
、
日
本
国
民
の
合
意
は
得
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
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「
三　

尖
閣
問
題
で
如
何
に
平
和
的
な
解
決
を
目
指
す
か
」

孫
崎
は
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
今
日
に
か
け
て
「
右
傾
化
が
進
ん
で
し
ま
っ
た
」（
孫
崎　

二
〇
一
二　

五
一
頁
）
と
言
う
。

わ
た
し
の
見
る
と
こ
ろ
、
基
本
的
に
「
平
和
主
義
」
は
守
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
日
本
が
特
に
「
右
傾
化
」
し
た
と
い
う
状
況

で
は
な
い
。
中
国
の
威
圧
的
威
嚇
的
言
動
に
対
す
る
反
発
は
当
然
強
ま
っ
て
き
た
が
、
ほ
と
ん
ど
不
感
症
的
と
い
う
ほ
ど
日
本
の
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
昂
揚
し
て
い
な
い
。

孫
崎
は
、「
日
本
は
一
九
七
二
年
、
一
九
七
八
年
に
尖
閣
問
題
の
『
棚
上
げ
』
に
合
意
し
て
い
た
」（
孫
崎　

二
〇
一
二　

六
七
～

七
三
頁
）
の
で
あ
り
、
中
国
は
「
棚
上
げ
」
を
要
望
し
て
い
る
（
孫
崎　

二
〇
一
二　

七
一
頁
）
と
言
う
。

「
棚
上
げ
」
と
は
、
中
国
側
が
一
方
的
に
言
っ
た
も
の
で
あ
り
、
日
本
は
反
論
も
態
度
表
明
も
し
な
か
っ
た
が
、
合
意
が
あ
っ
た
わ

け
で
は
な
く
、
そ
の
後
、「
棚
上
げ
」
方
針
を
一
方
的
に
破
棄
し
た
の
は
中
国
に
よ
る
尖
閣
諸
島
を
中
国
領
と
規
定
し
た
一
九
九
二
年

「
領
海
法
」
の
制
定
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
中
国
が
「
棚
上
げ
」
を
要
望
し
て
い
る
の
な
ら
、
領
海
法
を
修
正
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

孫
崎　

二
〇
一
二　
「
Ⅰ
．
論
評
」
の
結
論

孫
崎
の
主
張
が
中
国
側
の
主
張
を
無
批
判
に
鵜
呑
み
に
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
筆
者
は
孫
崎
を
「
中
国
」
エ

ピ
ゴ
ー
ネ
ン
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
孫
崎
の
尖
閣
問
題
「
解
決
」
案
は
、
①
不
要
な
摩
擦
は
避
け
る
、
②
具
体
的
な
取
り
決
め
を
行
な
う
、
③
国
際
司
法
裁
判

所
な
ど
第
三
者
を
介
入
さ
せ
る
、
④
多
角
的
相
互
依
存
関
係
を
構
築
す
る
、
⑤
国
連
の
原
則
を
全
面
に
出
す
、
⑥
軍
事
力
を
使
わ
な
い

こ
と
を
原
則
と
す
る
、
⑦
現
在
の
世
代
で
解
決
で
き
な
い
も
の
は
実
質
的
に
棚
上
げ
に
す
る
、
⑧
紛
争
を
防
ぐ
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
作
る

（
孫
崎　

二
〇
一
二　

八
三
頁
）
で
あ
る
。
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孫
崎
は
、
中
国
が
や
っ
て
い
る
挑
発
行
動
に
は
目
を
つ
ぶ
り
、
八
項
目
の
す
べ
て
を
日
本
政
府
に
要
求
し
て
い
る
。

①
日
本
政
府
は
「
不
要
な
摩
擦
は
避
け
」
て
い
る
が
、
中
国
は
摩
擦
を
強
め
続
け
て
い
る
。
②
孫
崎
提
案
に
は
具
体
性
が
な
い
。
③

中
国
は
「
国
際
司
法
裁
判
所
」
の
介
入
を
拒
否
し
て
い
る
。
④
日
本
政
府
は
「
多
角
的
相
互
依
存
関
係
」
の
構
築
を
求
め
て
い
る
が
、

中
国
は
首
脳
会
談
で
の
対
話
を
拒
否
し
て
い
る
。
⑤
中
国
は
武
力
に
よ
る
威
嚇
・
武
力
行
使
の
禁
止
な
ど
の
「
国
連
の
原
則
」
を
無
視

し
て
い
る
。
⑥
中
国
は
軍
事
威
嚇
を
続
け
て
い
る
。
⑦
「
棚
上
げ
」
は
中
国
が
投
げ
捨
て
た
。
⑧
ど
う
や
っ
て
、「
紛
争
を
防
ぐ
メ
カ

ニ
ズ
ム
」
作
り
を
中
国
と
合
意
す
る
ん
で
す
か
と
い
う
こ
と
が
、
問
題
な
の
で
あ
る
。

孫
崎　

二
〇
一
二　
「
Ⅱ
．
日
中
両
国
の
主
張
を
検
討
す
る
」

孫
崎　

二
〇
一
二　

は
、
岩
波
書
店
が
力
を
入
れ
て
宣
伝
し
て
い
る
が
、
Ⅰ
で
見
た
と
お
り
、
内
容
は
相
当
ひ
ど
い
。
し
か
し
、
全

文
読
む
価
値
が
全
然
な
い
か
と
い
う
と
そ
う
で
も
な
く
、
Ⅱ
に
収
録
さ
れ
た
小
寺
彰
論
文
は
一
読
に
値
す
る
。
Ⅱ
は
、
三
部
構
成
で
あ

る
。「

一
．
小こ

寺て
ら

彰
論
文
」

国
際
法
学
者
小
寺
彰
論
文
「
領
土
紛
争
と
は
？　

国
際
司
法
裁
判
所
の
役
割
と
は
？
―
―
尖
閣
諸
島
を
と
く
に
念
頭
に
お
い
て
」

は
、
特
に
参
考
に
な
る
。
こ
れ
は
、『
日
本
経
済
新
聞
』
に
発
表
さ
れ
た
論
稿
で
あ
っ
た
。

小
寺
に
よ
れ
ば
、「
領
土
紛
争
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
」
は
、「
自
国
領
と
考
え
て
い
る
領
土
に
つ
い
て
、
他
国
が
領
土
主
張
を
行
う

こ
と
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
が
、
そ
の
主
張
に
は
解
決
す
べ
き
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
」、「
尖
閣
諸
島

の
帰
属
に
つ
い
て
、
中
国
が
日
本
領
と
は
認
め
な
い
と
い
う
主
張
を
し
て
日
中
間
に
見
解
の
相
違
が
あ
る
こ
と
と
と
、
両
国
間
に
領
土

紛
争
が
あ
る
と
い
う
こ
と
と
は
全
く
違
う
こ
と
だ
」（
孫
崎　

二
〇
一
二　

一
〇
三
～
一
〇
四
頁
）。
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こ
れ
は
、
筆
者
の
よ
う
な
国
際
法
の
素
人
で
も
そ
う
思
う
が
、
国
際
法
の
専
門
家
の
言
を
き
く
と
心
強
い
。

さ
ら
に
小
寺
は
、「
国
際
紛
争
と
は
武
力
衝
突
の
あ
る
状
態
を
意
味
し
、
そ
れ
に
至
ら
な
い
状
態
を
対
立
（
ま
た
は
緊
張
）
と
よ
ぶ
」

（
孫
崎　

二
〇
一
二　

一
〇
五
頁
）
と
言
う
。

国
際
法
的
に
言
う
と
、
日
本
の
立
場
か
ら
は
尖
閣
諸
島
を
め
ぐ
っ
て
日
本
と
中
国
の
間
に
は
「
対
立
（
ま
た
は
緊
張
）」
は
あ
る
が
、

「
領
土
紛
争
」
は
存
在
せ
ず
、
二
〇
一
三
年
二
月
の
時
点
で
は
ま
だ
「
国
際
紛
争
」
に
も
な
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。

尖
閣
問
題
を
国
際
司
法
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｊ
）
で
解
決
し
よ
う
と
い
う
考
え
に
対
し
て
は
、「
国
際
裁
判
が
機
能
す
る
条
件
」
の
第
一
は

「
全
部
な
い
し
一
部
が
相
手
方
に
移
っ
て
も
領
土
問
題
の
解
決
」
の
方
が
重
要
だ
と
い
う
意
識
が
生
ま
れ
る
こ
と
だ
」（
孫
崎　

二
〇
一
二　

一
〇
六
頁
）
と
い
う
。

つ
ま
り
、
中
国
が
応
ず
る
可
能
性
は
ゼ
ロ
で
あ
る
し
、
日
本
で
も
現
状
で
は
そ
う
し
た
国
民
的
合
意
形
成
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
だ
ろ

う
。
し
た
が
っ
て
、「
国
際
司
法
裁
判
所
に
付
託
し
て
の
解
決
」
と
い
う
可
能
性
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

小
寺
は
、
尖
閣
諸
島
に
つ
い
て
の
日
本
の
主
張
は
「
強
い
」
の
で
、「
こ
れ
以
上
の
実
効
支
配
の
強
化
は
必
要
な
い
」、「
従
来
通

り
、
尖
閣
諸
島
に
対
す
る
施
政
権
を
行
使
さ
え
す
れ
ば
い
い
」（
孫
崎　

二
〇
一
二　

一
〇
八
頁
）
と
結
論
す
る
。
小
寺
論
文
は
、
掃は

き
溜だ

め
に
鶴
で
あ
る
。

「
二
．
天
児
慧
論
文
」

中
国
政
治
研
究
者
天
児
慧
論
文
「
キ
ー
ワ
ー
ド
は
『
現
状
維
持
』」
は
、
二
〇
一
二
年
九
月
の
反
日
騒
動
は
「
基
本
的
に
は
党
や
政

府
が
後
ろ
で
糸
を
引
い
た
計
画
的
な
事
件
」
と
見
る
。
こ
の
点
は
、
筆
者
の
見
方
と
同
じ
で
あ
る
。

天
児
は
、
解
決
策
と
し
て
、
①
「
国
有
化
」
と
い
う
「
形
式
」
を
変
更
し
、「
現
状
維
持
」
と
す
る
、
②
「
現
状
を
微
妙
に
変
え
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る
」、「
例
え
ば
、
海
洋
研
究
開
発
関
連
の
研
究
機
関
、
あ
る
い
は
環
境
な
ど
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
組
織
に
所
有
・
管
理
を
委
ね
る
」（
孫
崎　

二
〇
一
二　

一
一
四
頁
）、
と
い
う
二
つ
の
方
法
を
提
案
し
て
い
る
。

日
本
が
尖
閣
諸
島
の
「
国
有
化
」
を
取
り
下
げ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
し
、「
現
状
維
持
」
と
は
「
尖
閣
諸
島
は
日
本
の
領
土
で
あ

る
」
と
い
う
前
提
に
な
る
の
で
、
中
国
が
同
意
す
る
は
ず
は
な
い
。
第
二
の
方
法
に
も
中
国
は
同
意
し
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
は
実

現
の
可
能
性
の
な
い
机
上
の
空
論
に
す
ぎ
な
い
、
と
わ
た
し
は
見
る
。

天
児
は
、
さ
ら
に
台
湾
の
馬
英
九
総
統
提
案
の
「
主
権
論
争
は
、
棚
上
げ
と
し
、
平
和
・
互
恵
・
共
同
開
発
を
目
指
す
『
東
シ
ナ
海

平
和
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
』」
に
賛
成
で
、「
対
話
の
可
能
性
が
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
（
孫
崎　

二
〇
一
二　

一
一
五
頁
）。
し
か
し
天
児
も
言

う
通
り
、
馬
英
九
の
「
棚
上
げ
」
は
「
尖
閣
諸
島=

中
華
民
国
の
領
土
」
が
前
提
な
の
で
あ
る
。
現
状
で
は
結
局
、「
主
権
論
争
」
は

「
棚
上
げ
」
に
は
で
き
な
い
（「
日
本
の
主
権
下
」
で
は
中
国
・
台
湾
は
乗
ら
な
い
）
だ
ろ
う
。

天
児
は
、
さ
ら
に
韓
国
・
ロ
シ
ア
・
ア
メ
リ
カ
を
入
れ
た
「
東
北
ア
ジ
ア
平
和
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
」
を
シ
ン
ク
タ
ン
ク
が
主
導
す
れ
ば

（
孫
崎　

二
〇
一
二　

一
一
六
頁
）
と
提
唱
す
る
。
そ
れ
が
、
尖
閣
対
立
の
解
決
方
向
と
ど
う
つ
な
が
る
と
見
通
す
の
か
が
問
題
で
あ
ろ
う
。

「
三
．
小
寺
・
天
児
・
孫
崎
座
談
会
」

小
寺
は
、「
尖
閣
諸
島
に
つ
い
て
は
日
本
の
領
有
権
は
全
く
疑
い
の
な
い
も
の
だ
」（
孫
崎　

二
〇
一
二　

一
〇
八
頁
）、「
一
八
九
五
年

の
段
階
で
尖
閣
が
無
主
地
で
あ
っ
た
か
と
い
う
点
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
当
時
の
日
本
政
府
が
行
な
っ
た
調
査
が

き
ち
ん
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
を
点
検
す
れ
ば
済
む
話
」（
孫
崎　

二
〇
一
二　

一
二
三
頁
）、「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
や
サ
ン
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
平
和
条
約
等
に
よ
っ
て
、
帰
属
関
係
が
変
わ
っ
た
か
ど
う
か
」
に
つ
い
て
は
、
サ
条
約
第
三
条
で
沖
縄
は
ア
メ
リ
カ
の
施
政
の

下
に
置
く
と
し
て
お
り
、「
そ
の
後
ア
メ
リ
カ
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
に
基
づ
い
て
尖
閣
諸
島
を
沖
縄
の
一
部
と
し
て
、
つ
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ま
り
南
西
諸
島
と
し
て
統
治
を
し
て
い
る
」（
孫
崎　

二
〇
一
二　

一
二
四
頁
）、
尖
閣
諸
島
が
「
台
湾
に
入
り
な
が
ら
同
時
に
ア
メ
リ
カ

の
施
政
下
に
置
か
れ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
」（
孫
崎　

二
〇
一
二　

一
二
五
頁
）
と
明
快
で
あ
る
。

天
児
は
、
尖
閣
諸
島
は
「
無
主
地
」（
孫
崎　

二
〇
一
二　

一
一
九
頁
）
と
判
断
し
な
が
ら
、
日
本
政
府
の
一
八
九
五
年
以
前
に
つ
い
て

の
「
中
国
へ
の
反
論
と
い
う
の
は
、
実
は
調
査
を
し
た
と
い
う
点
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
実
は
な
い
と
い
う
の
が
、
一

つ
ひ
っ
か
か
る
」（
孫
崎　

二
〇
一
二　

一
一
八
頁
）
と
言
う
。

し
か
し
、「
一
八
九
五
年
以
前
」
に
つ
い
て
は
、
明
清
史
料
は
中
国
領
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
で
は
な
い
と
い
う
点
は
、
も
っ
と
も
強

力
な
反
論
な
の
で
あ
る
。

孫
崎
は
、「
カ
イ
ロ
宣
言
」
の
「
中
国
か
ら
奪
っ
た
も
の
の
中
に
尖
閣
諸
島
が
入
る
か
ど
う
か
」（
孫
崎　

二
〇
一
二　

一
二
〇
頁
）
と

い
う
論
点
を
繰
り
返
し
、「
局
限
せ
ら
る
べ
し
」
な
の
だ
か
ら
「
明
示
的
に
言
わ
な
い
も
の
は
日
本
の
も
の
に
な
り
ま
せ
ん
よ
」（
孫
崎

　

二
〇
一
二　

一
二
六
頁
）
な
ど
と
言
っ
て
い
る
。
で
は
、
孫
崎
は
佐
渡
島
、
隠
岐
の
島
、
沖
縄
諸
島
を
含
む
南
西
諸
島
な
ど
も
す
べ
て

「
明
示
的
に
」
言
わ
れ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、「
日
本
の
も
の
」
に
な
ら
な
い
と
言
い
た
い
の
だ
ろ
う
か
。

小
寺
は
「
棚
上
げ
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
中
国
は
「
紛
争
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
紛
争
を
棚
上
げ
に
し
よ
う
」
と
考
え
、
日
本
は

尖
閣
諸
島
は
日
本
の
も
の
だ
が
「
こ
の
問
題
に
つ
い
て
議
論
す
る
の
は
も
う
や
め
よ
う
と
考
え
て
い
た
」（
孫
崎　

二
〇
一
二　

一
三
六

～
一
三
七
頁
）
と
日
・
中
の
理
解
の
仕
方
が
違
っ
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
Ⅲ
、
Ⅳ
は
、
あ
ま
り
見
る
べ
き
論
点
は
な
い
の
で
省
略
す
る
。）

孫
崎
に
つ
い
て
の
結
論　
　

二
〇
世
紀
井
上
清
と
二
一
世
紀
孫
崎
享
の
共
通
点
は
、
中
国
追
随
で
あ
る
。
書
店
店
頭
で
は
、
孫
崎
の

顔
写
真
入
り
で
「
尖
閣
問
題
必
見
」
と
い
う
岩
波
書
店
に
よ
る
こ
れ
ま
で
見
た
こ
と
の
な
い
積
極
的
な
販
促
活
動
が
行
な
わ
れ
た
が
、
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孫
崎　

二
〇
一
二　

で
の
孫
崎
の
議
論
は
以
上
に
見
た
よ
う
に
資
料
的
批
判
に
耐
え
う
る
内
容
を
持
っ
て
い
な
い
。
岩
波
書
店
も
、

「
冊
封
使
録
」
の
一
点
に
で
も
目
を
通
し
、
正
常
な
編
集
的
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
い
た
ら
、
少
な
く
と
も
こ
ん
な
広
告
活
動
は
行
な
わ
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
惜
し
ま
れ
る
。

以
上
に
見
た
孫
崎
享
元
外
務
省
国
際
情
報
局
長
と
い
い
、「
日
本
は
尖
閣
諸
島
を
盗
ん
だ
と
思
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
」
と
中
国
で

発
言
し
た
鳩
山
由
紀
夫
元
首
相
と
い
い
、
中
国
追
随
で
日
本
外
交
を
批
判
す
る
丹
羽
宇
一
郎
前
中
国
大
使
と
い
い
、「
日
本
」
と
い
う

集
団
は
解
散
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

五
、
矢
吹　

晋
（
二
〇
一
三
年
）

矢
吹
晋
『
尖
閣
問
題
の
核
心　

日
中
関
係
は
ど
う
な
る
』（
花
伝
社　

二
〇
一
三
年
一
月
）
の
論
法
は
、
孫
崎
享
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

尖
閣
諸
島
は
、
地
理
的
に
「
台
湾
の
付
属
」
島と
う

嶼し
ょ

で
あ
る
（
矢
吹
一
一
頁
、
一
五
二
頁
）、「
尖
閣
は
、
も
し
米
軍
に
よ
る
対
日

占
領
が
な
け
れ
ば
、
台
湾
の
付
属
島
嶼
と
し
て
、
返
還
さ
れ
た
は
ず
だ
」（
矢
吹
一
〇
七
頁
）。

「
尖
閣
諸
島
が
地
理
的
に
台
湾
の
付
属
島
嶼
」
で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
そ
う
だ
と
し
て
も
自
動
的
に
尖
閣
諸
島
が
台
湾
領

で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
ま
た
、
東
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
終
結
時
の
歴
史
状
況
は
、
中
華
民
国
が
尖
閣
諸
島
を
含
む
沖
縄
を
吸
収

す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
夢
物
語
に
す
ぎ
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

井
上
馨か

お
るや
山
県
有
朋
は
「
明
ら
か
に
彼
ら
は
清
朝
に
よ
る
抗
議
を
予
想
し
て
慎
重
に
行
動
し
た
」（
矢
吹
七
〇
頁
）。

「
抗
議
を
予
想
」
し
た
と
い
う
の
は
、
井
上
清
流
の
独
断
で
、
日
本
が
領
有
に
動
け
ば
、
清
朝
も
領
有
を
主
張
し
て
く
る
お
そ
れ
が
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あ
る
と
考
え
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

「
旧
植
民
地
国
と
し
て
治
外
法
権
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
中
国
側
の
事
情
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、『
無
主
地
先
占
』
を
ど
こ
ま

で
主
張
で
き
る
か
疑
問
」（
矢
吹
六
九
頁
）。

矢
吹
晋
は
、
チ
ャ
イ
ナ
ウ
ォ
ッ
チ
ャ
ー
と
し
て
活
躍
し
て
き
た
方
で
あ
る
が
、
清
朝
を
「
植
民
地
国
」
と
言
う
よ
う
で
は
、
中
国
近

代
史
の
研
究
成
果
を
吸
収
し
て
お
ら
ず
、
孫
崎
享
レ
ベ
ル
の
粗
雑
な
認
識
で
、
こ
れ
は
驚
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
井
上
馨か
お
るが
清
朝
の

「
抗
議
を
予
想
」
し
た
と
い
う
な
ら
、
清
朝
は
黙
っ
て
い
な
い
と
判
断
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

一
九
七
二
年
国
交
樹
立
時
と
一
九
七
八
年
日
中
平
和
友
好
条
約
締
結
時
に
尖
閣
問
題
「
棚
上
げ
」
の
日
中
「
合
意
」
は
あ
っ
た

の
に
日
本
外
務
省
は
そ
の
「
会
談
記
録
」
を
削
除
し
て
し
ま
っ
た
（
矢
吹
四
一
頁
）

日
本
外
務
省
が
こ
れ
ら
の
「
会
談
記
録
」
を
「
削
除
」
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
棚
上
げ
合
意
」
文
書
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す

る
も
の
で
は
な
い
。
矢
吹
が
主
張
す
る
「
合
意
」
な
る
も
の
の
中
身
は
曖
昧
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
尖
閣
問
題
の
「
核
心
」
で
あ
ろ
う
か
。

尖
閣
戦
争
に
な
っ
た
と
き
、
ア
メ
リ
カ
は
尖
閣
を
「
守
ら
な
い
し
、
守
れ
な
い
」（
矢
吹
一
七
八
頁
）。

こ
の
論
点
も
、
孫
崎
の
主
張
と
同
じ
だ
が
、
ア
メ
リ
カ
は
尖
閣
諸
島
が
日
米
安
保
の
適
用
対
象
で
あ
る
と
言
い
続
け
て
い
る
。

孫
崎
と
違
っ
て
中
国
問
題
の
専
門
家
で
あ
る
の
に
、
矢
吹
は
中
国
側
の
主
張
す
る
「
尖
閣
諸
島
は
古
来
か
ら
中
国
領
」
の
根
拠
と
な

る
明
清
史
料
等
の
検
討
を
ほ
と
ん
ど
し
て
い
な
い
が
、
矢
吹
は
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

花
瓶
嶼
～
大
正
島
と
久
米
島
の
間
は
「
近
代
的
な
実
効
支
配
の
国
境
で
は
な
く
、
琉
球
王
国
と
明
清
間
で
、
版
図
と
し
て
共
通

の
了
解
が
あ
っ
た
」（
矢
吹
一
五
七
頁
）。

「
近
代
的
な
実
効
支
配
の
国
境
で
は
な
く
」
と
言
い
、「
版
図
と
し
て
共
通
の
了
解
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
意
味
不
明
だ
が
、
前
記
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各
島
嶼
は
明
清
の
「
版
図
」
と
言
い
た
い
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
不
正
確
で
あ
り
、
問
題
に
な
ら
な
い
。

尖
閣
問
題
の
「
核
心
」
と
は
、
第
一
に
尖
閣
諸
島
が
「
古
来
か
ら
中
国
領
」
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
か
ど
う
か
で
あ
り
、
第
二
に

「
カ
イ
ロ
宣
言
」「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
」
が
尖
閣
諸
島
は
中
国
に
帰
属
さ
せ
る
べ
き
と
す
る
根
拠
と
な
り
う
る
か
ど
う
か
だ
ろ
う
が
、
矢
吹

は
こ
の
「
核
心
」
問
題
を
正
面
か
ら
論
じ
て
い
な
い
。


